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社会保障改革の推進について 


 


平成 22 年 12 月 14 日 


閣 議 決 定 


 


 社会保障改革については、以下に掲げる基本方針に沿って行うものとする。 


 


１．社会保障改革に係る基本方針 


○ 少子高齢化が進む中、国民の安心を実現するためには、「社会保障の機能強化」と


それを支える「財政の健全化」を同時に達成することが不可欠であり、それが国民


生活の安定や雇用・消費の拡大を通じて、経済成長につながっていく。 


○ このための改革の基本的方向については、民主党「税と社会保障の抜本改革調


査会中間整理」や、「社会保障改革に関する有識者検討会報告～安心と活力への


社会保障ビジョン～」において示されている。 


○ 政府・与党においては、それらの内容を尊重し、社会保障の安定・強化のため


の具体的な制度改革案とその必要財源を明らかにするとともに、必要財源の安定


的確保と財政健全化を同時に達成するための税制改革について一体的に検討を


進め、その実現に向けた工程表とあわせ、２３年半ばまでに成案を得、国民的な


合意を得た上でその実現を図る。 


また、優先的に取り組むべき子ども子育て対策・若者支援対策として、子ども


手当法案、子ども・子育て新システム法案（仮称）及び求職者支援法案（仮称）


の早期提出に向け、検討を急ぐ。 


○ 上記改革の実現のためには、立場を超えた幅広い議論の上に立った国民の理解


と協力が必要であり、そのための場として、超党派による常設の会議を設置する


ことも含め、素直に、かつ胸襟を開いて野党各党に社会保障改革のための協議を


提案し、参加を呼び掛ける。 


 


２．社会保障・税に関わる番号制度について 


○ 社会保障・税に関わる番号制度については、幅広く国民運動を展開し、国民に


とって利便性の高い社会が実現できるように、国民の理解を得ながら推進するこ


とが重要である。 


○ このための基本的方向については、社会保障・税に関わる番号制度に関する実


務検討会「中間整理」において示されており、今後、来年１月を目途に基本方針


をとりまとめ、さらに国民的な議論を経て、来秋以降、可能な限り早期に関連法


案を国会に提出できるよう取り組むものとする。 








平 成 2 3 年 度  第 3 回  税 制 調 査 会  
 
 


日時：平成２３年６月８日（水）午後５時～６時  


場所：合同庁舎第４号館１１Ｆ   共用第１特別会議室  


 


 


 


１．開会 


 


 


 


２．社会保障と税の一体改革について 


 


 


 


３．閉会 
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社会保障改革案 


 


 


社会保障改革に関する集中検討会議では、本年2月の会議発足以降、震災での


中断を挟み、本日を含め１０回、非公式な準備作業会合を含めれば１４回にわたり、


社会保障改革のあり方について精力的な議論を重ねてきた。 


 本改革案は、2 月以来前回までの会議における各委員からの意見、関係団体・マ


スコミ、関係各省・有識者からのヒアリング、5 月 12 日提出の厚生労働省改革案、


前回及び前々回会議において総理が示した事項、与党（民主党・国民新党）報告等


を総合的に勘案し、社会保障改革の具体的方向について取りまとめたものであ


る。 


 


 


Ⅰ 社会保障改革の全体像 


 


１ 社会保障改革の基本的考え方 


 


現行社会保障制度の基本的枠組みが作られた 1960 年代以降今日までの社会


経済諸情勢の大きな変化を踏まえ、国民の自立を支え、安心して生活ができる社


会基盤を整備するという社会保障の原点に立ち返り、その本源的機能の復元と強


化を図る。 


具体的には、社会保障国民会議、安心社会実現会議以来の様々な議論の積み


重ねを尊重し、昨年 12 月の社会保障改革に関する有識者検討会報告で示された


「３つの理念」「５つの原則」を踏まえ、必要な社会保障の機能強化を確実に実施し、


同時に社会保障全体の持続可能性の確保を図るため、以下の諸点に留意しつつ、


制度全般にわたる改革を行う。 


① 自助・共助・公助の最適バランスに留意し、個人の尊厳の保持、自立・自助


を国民相互の共助・連帯の仕組みを通じて支援していくことを基本に、格差・


貧困の拡大や社会的排除を回避し、国民一人一人がその能力を最大限発揮


し、積極的に社会に参加して「居場所と出番」を持ち、社会経済を支えていくこ


とのできる制度を構築する。 
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② 必要な機能の充実と徹底した給付の重点化・制度運営の効率化を同時に行


い、真に必要な給付を確実に確保しつつ負担の最適化を図り、国民の信頼に


応え得る高機能で中長期的に持続可能な制度を実現する。 


③ 給付・負担両面で、世代間のみならず世代内での公平を重視した改革を行  


う。 


④ 社会保障・財政・経済の相互関係に留意し、社会保障改革と財政健全化の


同時達成、社会保障改革と経済成長との好循環を実現する。 


 


 


２ 改革の優先順位と個別分野における具体的改革の方向 


 


（１） 改革の優先順位 


 厚生労働省案に示す「社会保障制度改革の基本的方向性」（１．全世代対応


型・未来への投資、 ２．参加保障・包括的支援（全ての人が参加できる社会）、 


３．普遍主義、分権的・多元的なサービス供給体制、 ４．安心に基づく活力）を 


踏まえ、 


① 子ども・子育て支援、若者雇用対策 


② 医療・介護等のサービス改革 


③ 年金改革 


④ 制度横断的課題としての「貧困・格差対策（重層的セーフティネット）」「低所得


者対策」  


についてまず優先的に取り組む。  


 


（２） 個別分野における具体的改革 


個別分野における具体的改革項目については、 


① 5 月 23 日及び 30 日に総理から示された「安心」３本柱、「支え合い」３本柱、


「成長」３本柱について、着実な実行を図る。 


② 負担と給付の関係が明確な社会保険（＝共助・連帯）の枠組みの強化による


機能強化を基本とする。 


③ ①及び②を前提に、社会の分断・二極化、貧困・格差の再生産の防止の観


点から、社会保険制度において適用拡大や低所得者対策を実施するなどによ


り、セーフティネット機能の強化を図る。 
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④ 世代間のみならず、世代内（特に高齢世代内）での公平の確保、所得再分 


配機能の強化を図る観点から、給付・負担両面での見直しを行う。 


⑤ 医療・介護・保育等のサービス分野における多様な主体の参加、「新しい公


共」の創出など、成長に貢献し、地域に根ざすサービス提供体制の実現を図


る。 


といった点を基本に、必要な機能の充実と徹底した給付の重点化・制度運営の


効率化を同時に実施する。 


 


  個別分野ごとの充実項目、重点化・効率化項目の内容及び改革の工程は、


別紙１「社会保障改革の具体策、工程及び費用試算」の欄 A～C に示すとおりで


あり、各改革項目の記述に当たっては、可能な限り具体的な数値目標を示すと


ともに、成長戦略に関係の深い項目についてはその旨付記した。 


 


＜個別分野における主な改革項目（充実／重点化・効率化）＞ 


Ⅰ 子ども・子育て 


  ○ 子ども・子育て新システムの制度実施に伴い、保育等の量的拡充や幼保 


一体化などの機能強化を図る。 


   ・ 待機児童の解消、質の高い学校教育・保育の実現、放課後児童クラブの


拡充、社会的養護の充実 


   ・ 保育等への多様な事業主体の参入促進、既存施設の有効活用、実施体


制の一元化 


Ⅱ 医療・介護等 


  ○ サービスの提供体制の効率化・重点化と機能強化を図る。そのため、診


療報酬・介護報酬の体系的見直しと基盤整備のための一括的な法整備を


行う。 


   ・ 病院・病床機能の分化・強化と連携、在宅医療の充実等、地域包括ケア


システムの構築・ケアマネジメントの機能強化・居住系サービスの充実、


施設のユニット化、重点化に伴うマンパワーの増強 


・ 平均在院日数の減少、外来受診の適正化、ＩＣＴ活用による重複受診・重


複検査・過剰薬剤投与等の削減、介護予防・重度化予防 


 ○ 保険者機能の強化を通じて、医療・介護保険制度のセーフティネット機能


の強化・給付の重点化などを図る。 
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  a) 被用者保険の適用拡大と国保の財政基盤の安定化・強化・広域化 


   ・ 短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大、市町村国保の財政運営


の都道府県単位化と併せ財政基盤を強化 


  b) 介護保険の費用負担の能力に応じた負担の要素強化と低所得者への配


慮、保険給付の重点化 


   ・ １号保険料の低所得者保険料軽減強化 


   ・ 介護納付金の総報酬割導入、重度化予防に効果のある給付への重点化 


  c) 高度・長期医療への対応（セーフティネット機能の強化）と給付の重点化 


   ・ 高額療養費の見直しによる負担軽減と、その規模に応じた受診時定額


負担等の併せた検討 


  d) その他 


   ・ 総合合算制度、高齢者医療制度の見直し、低所得者対策・逆進性対策等


の検討 


・ 後発医薬品の更なる使用促進、医薬品の患者負担の見直し、国保組合


の国庫補助の見直し、高齢者医療費支援金の総報酬割導入、70～74歳2


割負担 


Ⅲ 年金 


 ○ 国民的な合意に向けた議論や環境整備を進め、「新しい年金制度の創設」


実現に取り組む。 


   ・ 所得比例年金(社会保険方式)、最低保障年金（税財源） 


 ○ 年金改革の目指すべき方向性に沿って、現行制度の改善を図る。 


   ・ 最低保障機能の強化＋高所得者の年金給付の見直し 


・ 短時間労働者に対する厚生年金の適用拡大、第３号被保険者制度の見


直し、在職老齢年金の見直し、産休期間中の保険料負担免除、被用者年


金の一元化 


   ・ デフレ下のマクロ経済スライド、支給開始年齢の引上げ、標準報酬上限


の引上げ 


 ○ 業務運営の効率化を図る（業務運営及びシステムの改善）。 


Ⅳ 就労促進 


 ○ 全員参加型社会の実現のために、若者の安定的雇用の確保、女性の就業


率の M 字カーブの解消、年齢にかかわりなく働き続けることができる社会


づくり、障害者の雇用促進に取り組む。 
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 ○ ディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）の実現を図る。 


 ○ 雇用保険・求職者支援制度の財源について、関係法の規定を踏まえ検討


する。 


Ⅴ Ⅰ～Ⅳ以外の充実、重点化・効率化 


 ・ サービス基盤の整備、医療イノベーションの推進、第２のセーフティネットの 


構築、生活保護の見直し（充実、重点化・効率化）、障害者施策・難病対策の検


討、震災復興における新たな安心地域モデルの提示 


 


[再掲] 貧困・格差対策 ～ 重層的なセーフティネットの構築 


 ○ 短時間労働者に対する社会保険の適用拡大 


 ○ 社会保険制度における低所得者対策の強化 


  ・ 市町村国保・介護保険における低所得者への配慮、高度・長期医療への


対応（セーフティネット機能の強化）、総合合算制度、年金制度における最低


保障機能の強化 


 ○ 第2 のセーフティネットの構築 


  ・ 求職者支援制度の創設、複合的困難を抱える者への伴走型支援 


 ○ 生活保護の見直し 


 


（３） 社会保障・税に関わる共通番号制度の早期導入 


社会保障・税に関わる番号制度は、主として、真に手を差し伸べるべき人に対


する社会保障を充実させ、効率的かつ適切に提供することを目的に導入を目指


すものである。その導入により、国民の負担の公正性を確保するとともに、国民


の利便性の更なる向上を図ることが可能となるほか、行政の効率化・スリム化も


可能となる。 


その導入に当たっては、制度面とシステム面の両面で十分な個人情報保護策


を講じるとともに、費用と便益を示し、国民の納得と理解を得ていく必要がある。


6 月には「社会保障･税番号大綱（仮称）」を策定し、今秋以降可能な限り早期に


国会への法案提出を目指す。 
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Ⅱ 改革後の社会保障費用の推計 


 


１ 機能強化（充実と重点化・効率化の同時実施）にかかる費用 


   子ども・子育て、医療・介護等及び年金の各分野ごとの充実項目、重点化・効


率化項目にかかる費用（公費）の推計は別紙１の欄 D 及び E に示すとおりであ


る。 


 


改革全体を通じて、2015 年度において 


充実による額              3.8 兆円程度 


重点化・効率化による額    ～▲1.2 兆円程度 


を一つの目途として、機能強化（充実と重点化・効率化の同時実施）による追加


所要額（公費）は、約2.7 兆円程度と見込まれる。 


 


2015 年段階における各分野ごとの追加所要額（公費）は、 


Ⅰ 子ども・子育て            0.7 兆円程度 


    （税制抜本改革以外の財源も含めて 1 兆円超程度の措置を今後検討） 


   Ⅱ 医療・介護等           ～1.6 兆円弱程度 


（総合合算制度～0.4 兆円程度を含む） 


   Ⅲ 年金                ～0.6 兆円程度 


   再掲：貧困・格差対策        ～1.4 兆円程度 


（総合合算制度～0.4 兆円程度を含む） 


 


  と見込まれる。 


 


 


２ 改革後の社会保障給付にかかる公費（国・地方）全体の推計 


2015 年度における、今回の社会保障改革実施後の社会保障給付にかかる公


費（国・地方）全体の額は別紙２に示すとおり 47.4 兆円と見込まれる。 


このうち、年金・医療・介護及び子ども・子育て分野にかかる費用は 42.0 兆円


と見込まれる。 
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Ⅲ 社会保障・税一体改革の基本的姿 


 


１ 社会保障の安定財源確保の基本的枠組み 


 


（１） 消費税収を主たる財源とする社会保障安定財源の確保  


民主党「税と社会保障の抜本改革調査会」中間整理等、社会保障財源のあり


方に関する累次の報告や関係法律の規定を踏まえ、国民が広く受益する社会保


障の費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合う観点などから、社会保障給付


に要する公費負担の費用は、消費税収（国・地方）を主要な財源として確保す


る。 


   消費税収（国・地方）の使途は、現在は国分が予算総則上高齢者三経費に充


てられているが、今後は、高齢者三経費を基本としつつ、その全額の使途を「制


度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処す


るための施策に要する費用」（「社会保障四経費」、平成 21 年度税制改正法附則


104 条）に拡充する。 


 


（２） 消費税収の使途の明確化 


消費税収（国・地方）は全て国民に還元し、官の肥大化には使わない1こととし、


消費税を社会保障の目的税とすることを法律上、会計上も明確にすることを含


め、区分経理を徹底する等、消費税収（国・地方）の使途を明確化する（消費税収


の社会保障財源化）。 


さらに、将来的には、社会保障給付にかかる公費全体について、消費税収


（国・地方）を主たる財源として安定財源を確保することによって、社会保障制度


の一層の安定・強化につなげていく。 


     


（３） 国・地方を通じた社会保障給付の安定財源の確保 


上記（１）及び（２）の改革を進めるに当たり、国民一人一人に包括的な支援を


行うという社会保障の考え方からすれば、地域住民に身近なところでサービスを


設計し、実行する地方自治体の役割は極めて重要であり、地方による分権的な


社会保障は、社会保障の信頼を大きく高める。消費税収（国・地方）の具体的充


                                      
1 有識者検討会報告において引用されている「持続可能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた中期プロ


グラム」(平成20 年12 月24 日閣議決定)参照 
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当先となる社会保障給付における国と地方の役割分担に応じた消費税収（国・


地方）の配分を実現し、国とともに社会保障制度を支える地方自治体の社会保


障給付に対する安定財源の確保を図る。 


  また、地方自治体が地域の実情に応じて住民合意の下に提供するサービス


に関しては、独自に財源が確保できるよう、地方自治体の課税自主権の拡大・


発揮について検討する。 


 


（４） 消費税率の段階的引上げ 


上記（１）～（３）及び改革後の社会保障費用の推計を踏まえ、社会保障給付の


規模に見合った安定財源の確保に向け、まずは、2015 年度までに段階的に消


費税率（国・地方）を10％まで引き上げ、当面の社会保障改革にかかる安定財源


を確保する。 


 


 


２ 社会保障改革の安定財源確保と財政健全化の同時達成 


 


未来への投資である社会保障のコストを、将来世代に先送りすることは許さ


れない。現在の社会保障給付の財源の多くが赤字公債、すなわち将来世代の


負担で賄われている。このような状況は、社会保障のあり方としても、危機的と


も言える国・地方の財政状況からもこれ以上放置することはできず、「現在の世


代が受ける社会保障は現在の世代で負担する」2との原則に一刻も早く立ち戻る


必要がある。  


今回の社会保障改革の目指すところは、「社会保障の機能強化」と「機能維持


―制度の持続可能性の確保」である。社会保障改革の財源確保と財政健全化は


相反する課題ではなく、両者を同時達成するしか、それぞれの目標を実現する


道はない。3 


 


このような考え方に立って、社会保障・税一体改革においては、改革後の社会


                                      
2 民主党「税と社会保障の抜本改革調査会」中間整理 
3  「社会保障強化だけが追求され財政健全化が後回しにされるならば、社会保障制度もまた遠からず機能停止


する。しかし、財政健全化のみを目的とする改革で社会保障の質が犠牲になれば、社会の活力を引き出すことは


できず、財政健全化が目指す持続可能な日本そのものが実現しない。」（有識者検討会報告） 
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保障給付にかかる費用を踏まえつつ、その安定財源を確保していくことを通じて、


財政健全化を同時に実現する。 


 


《2015 年度における姿》 


具体的には、まずは、2015 年度までに段階的に消費税率（国・地方）を 10％ま


で引き上げ、上記Ⅱ－１で示す「機能強化」にかかる費用、高齢化の進行等によ


り増大する費用及び基礎年金国庫負担２分の１を実現するために必要な費用


（社会保障国民会議では、この３つの経費を合計して「機能強化」として試算して


いる）、後代に付け回しをしている「機能維持」にかかる費用及び消費税率引上


げに伴う社会保障支出等の増加に要する費用を賄うことにより、社会保障の安


定財源確保を図る（別紙３）。    


   これにより、2015 年度段階での財政健全化目標4の達成が見込まれ5、「社会


保障の安定財源確保と財政健全化の同時達成」への一里塚が築かれる。 


 


 


Ⅳ 税制全体の抜本改革 


 


社会保障・税一体改革においては、所得、消費、資産にわたる税制全般の改革


を実施していく。 


 


 （注）今後、社会保障・税一体改革の成案に向け、税制調査会において、平成 22


年度・平成 23 年度税制改正大綱等に示された方針を踏まえ、残された税制抜


本改革の課題等の審議を行い、包括的な税制抜本改革の姿を示す。 


 


                                      
4  「財政運営戦略」（平成22 年6 月22 日閣議決定）において、国及び国・地方の基礎的財政収支赤字の対ＧＤＰ


比を、2015年度までに2010年度の水準から半減し、2020年度までに黒字化させた上で、2021年度以降において、


国・地方の公債等残高の対ＧＤＰ比を安定的に低下させることとされている。 
5  財政健全化目標の達成所要額は、内閣府「経済財政の中長期試算」（平成23年1月）を前提としている（年央に


改訂）。 
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Ⅴ 社会保障・税一体改革のスケジュール 


 


 社会保障改革については、税制抜本改革の実施と併せ、別紙１に示された工程


表に従い、各分野において遅滞なく順次その実施を図る。 


 税制抜本改革については、経済動向等を踏まえつつ遅滞なく消費税を含む税制


抜本改革を実施するため、平成 21 年度税制改正法附則 104 条に示された道筋に


従って平成 23 年度中に必要な法制上の措置を講じる。 


 上記のスケジュールに基づき、国民の理解と協力を得ながら社会保障と税制の


改革を一体的に進める。 


 


 


Ⅵ 経済成長との好循環の実現 


 


 成長と安心、社会保障と経済成長は車の両輪であり、持続的な経済成長がなけ


れば社会保障の財政的安定も実現できない。社会保障は需要・供給両面で経済成


長に寄与する機能を有しており、医療や介護分野での雇用創出や新たな民間サー


ビス創出のための環境整備、ＩＣＴなどのテクノロジーを活用した社会保障費用の


最適化、サービスの質の向上、医療イノベーション、ライフイノベーションの推進、


ドラッグラグ・デバイスラグの早期解消、先進医療制度の運用改善、民間企業を含


めた多様な事業主体の新規参入促進、「新しい公共」の創造など、利用者・国民の


利便の向上と新たな産業分野育成の観点からの諸改革を進める。 








・ ０～２歳児保育の量的拡充・
体制強化等（待機児童の解消）


・ 質の高い学校教育・保育
の実現（幼保一体化の実現）


・ 総合的な子育て支援（家庭や
地域における養育の支援）の充実


・ 放課後児童クラブの拡充


・ 社会的養護の充実


放課後児童クラブの利用児童数
2010年 81万人→2014年 111万人


３歳未満児の保育の利用率
2010年 23％→2014年 35%(2017年 44％)


新システム具体案を早
期にとりまとめ


税制抜本改革とともに
法案提出


○ 女性の就業率の向上 ☆


○ 保育等の従業者の増加 ☆


社会保障改革の具体策、工程及び費用試算社会保障改革の具体策、工程及び費用試算


1


充実計
（2015年）


重点化・効率化計
（2015年）


０．７兆円程度子ども
子育て
計


０．７兆円程度 １兆円超程度


－


「☆」成長戦略に特に関係が深い項目


０．７兆円程度 １兆円超程度


※ 税制抜本改革
以外の財源も
含めて
１兆円超程度
の措置を
今後検討


※ 左記の措置に
係る所要額に
ついては、
新システムの
検討において
今後検討


※ 税制抜本改革以外の財源も含めて
１兆円超程度の措置を今後検討


※ 税制抜本改革以外の
財源も含めて１兆円
超程度の措置を今後
検討


※ 左記の措置に係る
所要額については、
新システムの検討
において今後検討


・ 指定制の導入による保育等への
多様な事業主体の参入促進 ☆


質を確保するための基準と併せて
質の改善を図る


・ 幼稚園などの既存施設の有効活用
や、小規模保育、家庭的保育などの
多様な保育の推進


・ 国及び地方における実施体制の
一元化


（「子ども家庭省（仮称）」の創設等）


女性（25～44歳）の就業率
2009年 66％ → 2020年 73％


・ 制度・財源・給付について
包括的・一元的な制度を構築


所要額（公費）
２０１５年


充実
（金額は公費（2015年））


重点化・効率化
（金額は公費（2015年））


所要額（公費）
２０２５年


工程A B C D E


○ 子ども・子育て新システムの制度実施に伴う保育等の量的拡充、
幼保一体化などの機能強化


別紙１







・ 病院・病床機能の分化・強化と連携
（急性期医療への医療資源の集中投入、
亜急性期・慢性期医療の機能強化等
による入院医療の機能強化、精神保健
医療の改革、医師の偏在是正等）


・ 在宅医療の充実等（診療所等における
総合的な診療や在宅療養支援機能の
強化・評価、訪問看護等の計画的整備等）


・ 平均在院日数の減少等
（▲4,300億円程度）


・ 外来受診の適正化等（生活習慣病予防、
医療連携、ＩＣＴ、番号、保険者機能の強化
等）（▲1,200億円程度）


・ ＩＣＴの活用による重複受診・重複
検査、過剰な薬剤投与等の削減


・ 地域包括ケアシステムの構築等在宅介護の
充実、ケアマネジメントの機能強化、
居住系サービスの充実 等


・ 施設のユニット化


・ 介護予防・重度化予防
・ 介護施設の重点化（在宅への移行）


（▲1,800億円程度）


・ 上記の重点化に伴うマンパワー増強 ☆


○ 医療・介護サービスの提供体制の効率化・重点化と機能強化
～診療報酬・介護報酬の体系的見直しと基盤整備のための一括的な法整備～


～０．６兆円
程度


～２．３兆円
程度


０．４兆円程度 １．３兆円程度


△０．１兆円程度 △０．６兆円程度


０．１兆円程度 １．２兆円程度


０．２兆円程度 ０．４兆円程度


高度急性期の職員等：2025年に現行
ベースより２倍増


一般急性期の職員等：2025年に現行
ベースより６割程度増


在宅医療等：2011年 17万人/日
→ 2025年 29万人/日


外来患者数：2025年に現行ベース
より５％程度減少


GH、小規模多機能：2011年 21万人/日
→ 2025年 77万人/日


居住系・在宅介護：2011年 335万人/日
→ 2025年 510万人/日


要介護認定者数：2025年に現行
ベースより３％程度減少


医療介護従事者：2011年 462万人
→ 2025年 704～739万人


（1.6倍程度）
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充実計
（2015年）


重点化・効率化計
（2015年）


～１．４兆円程度 ～０．７兆円程度


（2,400億円程度）


医療・
介護①
小計


・2012年以降、診療
報酬・介護報酬の
体系的見直し


・基盤整備のための
一括的な法整備：
2012年目途に
法案提出


・2025年頃までに
医療・介護サービス
のあるべき姿を実現


（上記の機能分化等が全て実現する場合の試算）


（8,700億円程度）


（2,500億円程度）


所要額（公費）
２０１５年


充実
（金額は公費（2015年））


重点化・効率化
（金額は公費（2015年））


所要額（公費）
２０２５年


工程A B C D E


○平均在院日数：2011年 19～20日程度
→ 2025年 高度急性期：15～16日程度


一般急性期： ９日程度
○病床数：概ね現状水準
○精神医療：2025年に在院日数１割程
度減少







ｃ 高度・長期医療への対応（セーフティネット機能の強化）と給付の重点化


・ 長期高額医療の高額療養費の見直し
（長期高額医療への対応、所得区分の
見直しによる負担軽減等）による負担
軽減（～1,300億円程度）


※ 見直しの内容は，機能強化と重点化の規模により変動


ｄその他
・ 総合合算制度（番号制度等の情報連携
基盤の導入が前提）
・ 高齢者医療制度の見直し（高齢者医療
制度改革会議のとりまとめ等を踏まえ、
高齢世代・若年世代にとって公平で納得
のいく負担の仕組み）
・ 低所得者対策・逆進性対策等の検討


○ 保険者機能の強化を通じた医療・介護保険制度のセーフティネット機能の強化・
給付の重点化、逆進性対策


・ 受診時定額負担等（高額療養費の見直し
による負担軽減の規模に応じて実施。
例えば、初診・再診時100円の場合、
▲1,300億円）


～１兆円弱
程度


－


－


－


総合合算制度
～０．４兆円程度


・ 介護納付金の総報酬割導入
（完全実施すれば▲1,600億円）


・ 軽度者に対する機能訓練等重度化予防に
効果のある給付への重点化


税制抜本改革とともに、
2012年以降速やかに
法案提出


順次実施


総合合算制度：
2015年の番号制度
以降導入


・ 後発医薬品の更なる使用促進、医薬品の
患者負担の見直し（医薬品に対する
患者負担を、市販医薬品の価格水準も
考慮して見直す）


・ 国保組合の国庫補助の見直し
・ 高齢者医療費の支援金の総報酬割導入
・ 70～74歳２割負担


充実計
（2015年）


重点化・効率化計
（2015年）


１兆円程度
（改革の内容により変動）


（＝完全実施の場合▲1,600億円）
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～０．５兆円程度
（改革の内容により変動）


医療・
介護②
小計


医療・
介護計


～１．６兆円弱
程度


充実計
（2015年）


重点化・効率化計
（2015年）


～２．４兆円程度
（改革の内容により変動）


～１．２兆円程度
（改革の内容により変動）


～２．３兆円
程度


～０．３兆円程度
･･･被用者保険の


適用拡大、
総報酬割と
併せて検討


～０．１兆円程度
･･･受診時定額


負担等と
併せて検討


ａ 被用者保険の適用拡大と 国保の財政基盤の安定化・強化・広域化


・ 短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大


・ 市町村国保の財政運営の都道府県単位化
と併せ財政基盤を強化
（低所得者保険料軽減の拡充等


（～2,200億円程度））
※ 財政影響は、適用拡大の範囲、国保対策の規模によって変動


ｂ 介護保険の費用負担の能力に応じた負担の要素強化と低所得者への配慮、
保険給付の重点化


・ １号保険料の低所得者保険料軽減強化
（～1,300億円）


※ 財政影響は、機能強化と重点化の規模により変動


所要額（公費）
２０１５年


充実
（金額は公費（2015年））


重点化・効率化
（金額は公費（2015年））


所要額（公費）
２０２５年


工程A B C D E


例えば雇用保険並びにまで拡大
すると、約400万人







～０．６兆円
程度


～０．７兆円
程度


【現行制度の改善】
○ 最低保障機能の強化
・ 低所得者への加算
・ 障害基礎年金への加算
・ 受給資格期間の短縮


※ 低所得者・障害基礎年金への加算について
は、加算対象者・加算水準・資産調査の有無
等によって財政規模が変動


※ 上記金額は、年収65万円未満(単身の場合)
の者等に対して、月額1.6万円（7万円と老齢
基礎年金の平均額5.4万円の差）を加算する
等の前提


○ 高所得者の年金給付の見直し


低所得者への加算と併せて検討
なお、公的年金等控除を縮減すること
によって対応することについても併せ
て検討


※ 高所得者の年金給付の見直しについては、
減額対象者によって財政規模が変動


※ 仮に、年収1,000万円以上から減額開始
（1,500万円以上は公費負担分を全額減額）
とすると▲450億円程度公費縮小


0.6兆円
程度


国民的な合意に向け
た議論や環境整備を
進め、実現に取り組
む


税制抜本改革ととも
に、2012年以降
速やかに法案提出


順次実施
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（注２）


所要額（公費）
２０１５年


充実
（金額は公費（2015年））


重点化・効率化
（金額は公費（2015年））


所要額（公費）
２０２５年


工程A B C D E


【新しい年金制度の創設】
「所得比例年金」と「最低保障年金」の
組み合わせからなる一つの公的年金制度
にすべての人が加入する


○ 所得比例年金（社会保険方式）
・ 職種を問わず全ての人が同じ制度に加入
し、所得が同じなら同じ保険料、同じ給付
・ 保険料は15％程度(老齢年金に係る部分)
・ 納付した保険料を記録上積み上げ、仮想の
利回りを付し、その合計額を年金支給開始
時の平均余命などで割って、毎年の年金額
を算出


○ 最低保障年金（税財源）
・ 最低保障年金の満額は7万円（現在価額）
・ 生涯平均年収ベース（＝保険料納付額）で
一定の収入レベルまで全額を給付し、それ
を超えた点より徐々に減額を行い、ある
収入レベルで給付額をゼロとする


・ 全ての受給者が、所得比例年金と最低保障
年金の合算で、概ね７万円以上の年金を
受給できる制度とする







● 短時間労働者に対する厚生年金の適


用拡大


● 第３号被保険者制度の見直し
・ 新しい年金制度の方向性（二分二乗）
を踏まえつつ、不公平感を解消する
ための方策について検討


● 在職老齢年金の見直し
・６０歳代前半の者に係る調整限度額を、
６０歳代後半の者と同じとすることを
検討


● 産休期間中の保険料負担免除


● 被用者年金の一元化


【業務運営の効率化】
業務運営及びシステムの改善


○ デフレ下のマクロ経済スライド
・仮に、特例水準を3年間で解消すると、年金額
が▲2.5％削減され、毎年0.1兆円程度公費縮小
・その後、仮にデフレである年にも▲0.9％のマク
ロ経済スライドをすると、毎年
0.1兆円程度の公費縮小
※ デフレでない年のマクロ経済スライドの


発動による給付抑制は、現行制度で織り込
み済み


○ 支給開始年齢引上げ
・ 先進諸国（欧米）の平均寿命・受給開始年齢を
十分参考にし、高齢者雇用の確保
を図りつつ、 68～70歳へのさらなる引上げを視


野に検討
・ 厚生年金の支給開始年齢引上げスケジュール
の前倒しを検討
・ 基礎年金の支給開始年齢を引き上げる場合、
１歳引き上げる毎に、引上げ年において0.5兆円
程度公費縮小


● 標準報酬上限の引上げ


・ 健康保険制度を参考に見直しを検討


例えば雇用保険並びにまで拡大
すると、約400万人


（●は公費への影響なし）


充実計
（2015年）


重点化・効率化計
（2015年）


（注２）


０．６兆円程度
（改革の内容により変動）


年金
計


～０．６兆円程
度


～０．７兆円程
度


影響額は改革の
内容により変動


所要額（公費）
２０１５年


充実
（金額は公費（2015年））


重点化・効率化
（金額は公費（2015年））


所要額（公費）
２０２５年


工程A B C D E
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2015年度の上記の所要額（公費）合計 ＝ 約２．７兆円程度
（充実3.8兆円程度、重点化・効率化～▲1.2兆円程度を一つの目途）


2012年以降速やかに
法案提出


順次実施


※ 今後、｢現行制度の
改善」全体について、
検討の場とスケジュール
を明確化した上で、
法案提出に向けて検討







○サービス基盤の整備
・あるべき医療・介護サービス提供体制の実現、こども園・保育サービス・放課後
児童クラブ等のサービス目標達成に必要な基盤整備


○医療イノベーションの推進 ☆
・国際水準の臨床研究中核病院等の創設
・日本発のシーズを実用化につなげるための実務的な相談支援
・独）医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）の体制強化
・保険償還価格の設定における医療経済的な観点を踏まえたイノベーションの評価等
のさらなる検討


○第２のセーフティネットの構築
・求職者支援制度の創設
・求職者支援制度をはじめとした第２のセーフティネット施策の切れ目ない連携
・生活保護受給者等に対する就労支援
・複合的困難を抱える者への伴走型支援


・住宅支援の仕組みの検討


○生活保護の見直し
・稼得能力を有する生活保護受給者向け自立・就労支援メニューの充実と支援強化
・子どもの貧困連鎖の防止
・不正受給対策の徹底
・客観的データに基づく生活保護基準の検討


○障害者施策
・障がい者制度改革推進本部において、制度の谷間のない支援の提供、
障害者の地域移行や地域生活の支援について検討


○難病対策
・長期高額医療の高額療養費の見直し（再掲）など難病医療費の支援のあり方の検討


○震災復興
・新たな安心地域モデルの提示


○計画的・集中的基盤整備


○臨床研究中核病院等：2011年度から３年間で１５か所程度創設
○臨床研究中核病院等に対し、継続的に研究費を重点配分
○ＰＭＤＡの審査体制等の強化：2013年度末までに常勤数を
751名に増員（2011年4月1日現在648名）。引き続き、
合理化・効率化を図りつつ、さらなる強化策を検討


○先進医療制度の申請・審査手続きの効率化：2011年度からの
実施に向け検討


○求職者支援制度：2011年度創設
○引き続き総合的に推進
○事業の継続実施
○ワンストップ・伴走型の市町村主導の専任機関の設置
(順次設置)


○関連制度の改革と併せ検討


○生活保護基準：基準部会（2011年４月開始）において、
2012年末までに検証を実施


○生保基準以外：国と地方の協議の開催（2011年5月開始）
→必要に応じて法案提出


○障がい者制度改革推進本部の検討を踏まえ、障害者総合福祉法
（仮称）の2012年法案提出


○引き続き制度横断的に検討


○震災復興の検討の中で対応


工程
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プログラム参加者数及び就労・増収者の増加


(注１)費用試算は、厚生労働省の「社会保障制度改革の方向性と具体策」(平成23年５月12日)及びその関連の医療・介護に係る推計等の他、社会保障改革に関する集中検討会議での提案も盛り込んで機械的に試算したもの。
(注２)基礎年金国庫負担２分の１財源については、税制抜本改革により措置する。税制抜本改革実施までの各年度分の繰入れも適切に行われるよう、必要な措置を講じる。
(注３)雇用保険法：雇用保険の国庫負担については、引き続き検討を行い、できるだけ速やかに、安定した財源を確保した上で、国庫負担に関する暫定措置を廃止する。


求職者支援法：法施行後３年を目途とした特定求職者の就職に関する支援施策の在り方についての検討を行うに当たっては、その支援施策に関する費用負担の在り方について速やかに検討する。


○全員参加型社会の実現 ☆
・ジョブ・カードの活用等による若者の
安定的雇用の確保


・女性の就業率のM字カーブの解消
・超高齢社会に適合した雇用法制の検討など
年齢にかかわりなく働き続けることが
できる社会づくり


・福祉から就労への移行等による障害者の
雇用促進


○ディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）の実現
・非正規労働者の公正な待遇確保に横断的に取り組むための総合的ビジョンの策定
・有期契約労働者の雇用の安定や処遇の改善に向けた法制度の整備の検討
・長時間労働抑制やメンタルヘルス対策による労働者の健康・安全の確保


○雇用保険・求職者支援制度の財源の検討


・就業率
2009年 75％ → 2020年 80％


（若者： 74％ → 77％ ）
（女性（25～44歳）：


66％ → 73％ ）
（高齢者：57％ → 63％ ）


・ジョブ・カード取得者 300万人 (2020年)
・障害者の実雇用率 1.8％ (2020年)


○就労促進策の継続的推進


○総合的ビジョン：2011年に策定
○法制度整備：2011年度 労働政策審議会で結論、所要の見直し措置
○労働安全衛生法改正法案について、早期国会提出に向け検討


○雇用保険法、求職者支援法の規定（注３）を踏まえ検討


充実、重点化・効率化







総合合算制度
～０．４兆円程度


１．社会保険の適用拡大


a 短時間労働者に対する厚生年金の適用拡大


b 被用者保険の適用拡大と 国保の財政基盤の安定化・強化・広域化


・ 短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大（完全実施の場合△1,600億円）


２．社会保険制度における低所得者対策の強化


a 市町村国保の財政運営の都道府県単位化と併せ財政基盤を強化
（低所得者保険料軽減の拡充等（～2,200億円程度））
※ 財政影響は、適用拡大の範囲、国保対策の規模によって変動


b 介護保険の費用負担の能力に応じた負担の要素強化と低所得者への配慮、保険給付の重点化


・ １号保険料の低所得者保険料軽減強化（～1,300億円）
※ 財政影響は、機能強化と重点化の規模により変動


c 高度・長期医療への対応（セーフティネット機能の強化）と給付の重点化


・ 長期高額医療の高額療養費の見直し（長期高額医療への対応、所得区別の見直しによる負担軽減等）による


負担軽減（～1,300億円程度）
※ 見直しの内容は，機能強化と重点化の規模により変動


d 総合合算制度（番号制度等の情報連携基盤の導入が前提）


e 年金制度の最低保障機能の強化
・ 低所得者への加算
・ 障害基礎年金への加算
・ 受給資格期間の短縮


※ 低所得者・障害基礎年金への加算については、加算対象者・加算水準・資産調査の有無等によって財政規
模が変動
※ 上記金額は、年収65万円未満(単身の場合)の者等に対して、月額1.6万円（7万円と老齢基礎年金の平均額
5.4万円の差）を加算する等の前提


３．第２のセーフティネットの構築
a 求職者支援制度の創設（費用負担の在り方の検討を含む）


b 複合的困難を抱える者への伴走型支援


c 生活保護受給者等に対する就労支援


d 住宅支援の仕組みの検討


４．最後のセーフティネットである生活保護の見直し（充実、重点化・効率化）
・ 稼得能力を有する生活保護受給者向け自立・就労支援メニューの充実と支援強化
・ 子どもの貧困連鎖の防止
・ 不正受給対策の徹底
・ 客観的データに基づく生活保護基準の検討


所要額（公費）
２０１５年


充実
（金額は公費（2015年））A D


（0.6兆円程度）


～０．３兆円程度
･･･被用者保険の適用拡大、総報酬割


と併せて検討


～０．１兆円程度
･･･受診時定額負担等と併せて検討


～１．４兆円程度
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～０．６兆円程度
･･･高所得者の年金給付の見直し


と併せて検討
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「社会保障改革案」と民主党の提言との比較 
平 成 ２ ３ 年 ６ 月 ８ 日 


内閣官房社会保障改革担当室 
 
事項 社会保障改革案 民主党社会保障と税の抜本改革調査会 


「中間整理」 


民主党社会保障と税の抜本改革調査会 


「あるべき社会保障」の実現に向けて 


Ⅰ 


子
ど
も
・
子
育
て 


○子ども・子育て新システムの制度実施に伴う保育等


の量的拡充、幼保一体化などの機能強化 


・０～２歳児保育の量的拡充・体制強化等（待機児童


の解消） 


・質の高い学校教育・保育の実現（幼保一体化の実現）


・総合的な子育て支援（家庭や地域における養育の支


援）の充実 


・放課後児童クラブの拡充 


・社会的養護の充実 


 


・これらの取組みにより女性の就業率の向上、保育等


の従業者の増加 


 


 


 


・制度・財源・給付について包括的・一元的な制度を


構築 


・指定制の導入による保育等への多様な事業主体の参


入促進 


・幼稚園などの既存施設の有効活用や、小規模保育、


家庭的保育などの多様な保育の推進 


・国及び地方における実施体制の一元化（「子ども家


庭省（仮称）」の創設等） 


 


 


・「子ども・子育て新システム」について早期に内


容を詰め、関係者の理解を得た上で、実施に移す


ことが重要。その中で、子育て支援の充実が、経


済活性化へ繋がることを踏まえるべき 


・教育政策の充実とも連携しつつ、子育てを社会


全体で支援 


 


 


・現金・現物のバランスのとれた子育て支援策や


正規・非正規を通じた働きやすい環境の整備など


に重点を置き、いわゆる「Ｍ字カーブ」の解消な


ど労働力の確保を実現できる大胆な施策に取り


組む必要 


 


 


 


 


 


 


 


 


・マニフェストに掲げた「月額２万 6000 円の子ど


も手当」の実現にギリギリまで努力するととも


に、当面は、恒久財源を確保できた範囲内でその


充実を図る。その際には、現物サービスとのバラ


ンスを十分に勘案することが必要 


 


 


・すべての子どもと子育て家庭を支援する仕組み・「子ど


も・子育て新システム」を実現。新システム開始前も、


待機児童対策などを強力に推進 


 


・ひとり親家庭など経済的に恵まれない子どもや社会的


養護の必要な子どもに対する迅速な支援に取り組む 


・夜間・休日サービスの拡充などのため、職員体制の強


化、処遇改善等、質の改善にも取り組む 


・働き方の改革による仕事と生活の調和の実現（仕事・ 用


の確保とワークライフバランスの推進）【→後掲】 


 


 


 


・「子ども・子育て新システム」では、財源を「子ども・


子育て勘定（仮称）」に一元化し、給付・サービスを包


括的・一体的に実施 


 


 


 


 


 


・子ども手当は、「控除から手当へ」の考え方に立ちつつ、


実質手取額の逆転現象が生じないよう最大限配慮しつ


つ、見直し 
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Ⅱ 


医
療
・
介
護
等 


【医療・介護サービスの提供体制の効率化・重点化と


機能強化】 


＜充実＞ 


・病院・病床機能の分化・強化と連携（急性期医療へ


の医療資源の集中投入、亜急性期・慢性期医療の機


能強化等による入院医療の機能強化、精神保健医療


改革、医師の偏在是正等） 


 


・在宅医療の充実等（診療所等における総合的な診療


や在宅療養支援機能の強化・評価、訪問看護等の計


画的整備等） 


 


 


 


 


・地域包括ケアシステムの構築等在宅介護の充実、ケ


アマネジメントの機能強化、居住系サービスの充実


等 


・施設のユニット化 


・重点化に伴うマンパワー増強 


 


 


 


・病床機能の効率化・高度化 


・地域における医療機能ネットワーク化 


・地域医療支援センターなどを通じた医師の適正


配置のための効果的な仕組み 


・急性期からポストホスピタルの一体化 


・在宅での医療介護の充実 


 


 


 


 


 


 


・24 時間の介護サービス提供など地域におけるト


ータルケアの充実などの在宅介護サービスの質


的・量的な拡充や家族介護者へのサポートなど在


宅支援を強化 


・介護人材の養成や待遇改善による介護従事者の


確保 


 


 


 


・病院・病床の機能分化と強化、地域で完結できるネッ


トワーク（情報共有、連携パス）の構築。施設における


医療・介護連携等 


・日常生活圏での在宅医療・介護の整備。高齢者が住み


続けられる住宅等の整備 


・チーム医療によるアウトリーチ支援の推進など、地域


の生活の場で暮らせるための精神科医療を目指す 


・医師不足・偏在に対処するため、地域医療支援センタ


ーを活用。総合医の積極的評価 


・専門的医療従事者の職能分担の総合的検討、チーム医


療・介護の推進（多職種の専門性、服薬指導や栄養指導、


ケアマネージャーの資質及び専門性の向上） 


・日常生活圏内の医療、介護、予防、住居が一体的に提


供される「地域包括ケアシステム」の確立。多世代共存


型のまちづくり、僻地における医療の確保 


 


・女性医師、看護師等の労働条件の整備、ケアラー（介


護者）の研修等 


・診断・治療、基盤整備などの認知症対策の強化 


・医療や介護の提供者側の説明責任と受ける側の役割に


係る法令整備 


・Ａｉの導入など死因不明社会からの脱却、医療事故に


関する無過失補償制度の検討。 


＜重点化・効率化＞ 


・平均在院日数の減少等 


・外来受診の適正化等（生活習慣病予防、医療連携、


ＩＣＴ、番号、保険者機能の強化等） 


・ＩＣＴの活用による重複受診・重複検査、過剰な薬


剤投与等の削減 


 


・介護予防・重度化予防 


・介護施設の重点化（在宅への移行） 


 


 


 


・ガンをはじめとする生活習慣病対策の強化 


 


 


 


 


・「介護予防」については、引き続き、その効果の


検証を踏まえ、行っていくべき 


・不要・過剰なサービスの根絶、診療報酬審査機


関を含めた関連事務体制の効率化 


 


 


 


 


・ＩＣＴ利活用（健康情報・診療情報・レセプトの共有、


インターネット、テレビ電話等を利用した擬似対面診療


等） 


・予防医療・介護予防（健診の受診、保健事業への積極


的な参加、ＷＨＯ推奨ワクチンの法定接種化、費用対効


果の高いがん検診の推進、自立支援型介護、予防型介護


へ重点化、リハビリテーションの重点的提供） 
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【保険者機能の強化を通じた医療・介護保険制度のセ


ーフティネット機能の強化・給付の重点化、逆進性


対策】 


＜充実＞ 


・短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大 


・市町村国保の財政運営の都道府県単位化と併せ財政


基盤を強化（低所得者保険料軽減の拡充等） 


・介護保険の１号保険料の低所得者保険料軽減強化 


・長期高額医療の高額療養費の見直し（長期高額医療


への対応、所得区分の見直しによる負担軽減等）に


よる負担軽減 


・総合合算制度（番号制度等の情報連携基盤の導入が


前提） 


・高齢者医療制度の見直し（高齢者医療制度改革会議


のとりまとめ等を踏まえ、高齢世代・若年世代にと


って公平で納得のいく負担の仕組み） 


・低所得者対策・逆進性対策等の検討 


 


 


 


 


・世界に先駆けて実現した、我が国の「皆保険」


制度は将来にわたって堅持 


・病気やけがなどで医療を必要とする人がいつで


も適切な医療サービスの提供を受けられる「フリ


ーアクセス」は国民の安心感の基盤であり、引き


続き、堅持 


 


 


 


 


・非正規労働者の被用者保険への適用 


・市町村国保・協会けんぽの基盤強化のため、広域化と


国・都道府県の役割の見直し。将来的には、医療保険制


度の一元的運用 


・高額で長期にわたる療養を必要とする場合の負担軽減


策の検討、受診の際に低額を負担する制度の導入の検討 


 


・医療・介護、子育てや障がいも含めた自己負担に世帯


内合算上限を設ける 


・後期高齢者医療制度廃止に向けた取組み、高齢者に係


る公費負担割合の見直し、医療保険の自己負担割合の見


直し 


 


・長く健康を保った場合、保険料上のインセンティブを


考慮 


＜重点化・効率化＞ 


・介護納付金の総報酬割導入 


・軽度者に対する機能訓練等重度化予防に効果のある


給付への重点化 


・受診時定額負担等 


・後発医薬品の更なる使用促進、医薬品の患者負担の


見直し（医薬品に対する患者負担を、市販医薬品の


価格水準も考慮して見直す） 


・国保組合の国庫補助の見直し 


・高齢者医療費の支援金の総報酬割導入 


・70～74 歳２割負担 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


・柔道整復療養費等の支給の効率化 


・介護施設における給付の公平化、介護保険の２号被保


険者年齢の引下げを検討 
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Ⅲ 


年
金 


【新しい年金制度の創設】 


・「所得比例年金」と「最低保障年金」の組み合わせ


からなる一つの公的年金制度にすべての人が加入す


る 


○所得比例年金（社会保険方式） 


・職種を問わず全ての人が同じ制度に加入し、所得が


同じなら同じ保険料、同じ給付 


・保険料は 15％程度（老齢年金に係る部分） 


・納付した保険料を記録上積み上げ、仮想の利回りを


付し、その合計額を年金支給開始年齢の平均余命な


どで割って、毎年の年金額を算出 


○最低保障年金（税財源） 


・最低保障年金の満額は７万円（現在価額） 


・生涯平均年収ベース（＝保険料納付額）で一定の収


入レベルまで全額を給付し、それを超えた点より


徐々に減額を行い、ある収入レベルで給付額をゼロ


とする 


・全ての受給者が、所得比例年金と最低保障年金の合


算で、概ね７万円以上の年金を受給できる制度とす


る 


 


 


・すでに「社会保険方式である所得比例年金を基


本に、それだけでは年金額が十分ではない高齢者


に税を財源とする最低保障年金を補足給付する


新年金制度」を提案 


・高齢者の生活の安定、特に独居老人の増加に対


応するためには最低限の年金を税で保障する制


度が必要 


 


 


 


【新たな年金制度の創設】 


・被用者も自営業者もすべての人が同じ制度に加入（一


元化） 


・「所得比例年金」と「最低保障年金」の組み合わせによ


り、すべての人が概ね月額７万円以上の年金を受けられ


るようにする 


・「所得比例年金」の給付財源は「保険料」、「最低保障年


金」の財源は「税」 


・所得比例年金について、保険料は老齢年金に係る部分


について 15％程度 


・所得比例年金額は個人単位で計算（有配偶者の場合、


二分二乗）。納付した保険料を記録上積み上げ、その合


計額を年金支給開始（裁定時）の平均余命などで割って、


算出（納付保険料については、一定の運用益（現役人口


の減少を加味した見なし運用利回り）を付利して計算） 


・最低保障年金の満額は概ね７万円。生涯平均年収ベー


スで一定の収入レベルまで全額給付。それを超えた点よ


り徐々に減額し、ある収入レベルでゼロとする 


・所得比例年金と同様「見なし運用利回り」でスライド 


【現行制度の改善】 


＜充実＞ 


・最低保障機能の強化（低所得者への加算、障害基礎


年金への加算、受給資格期間の短縮） 


・短時間労働者に対する厚生年金の適用拡大 


・第３号被保険者制度の見直し 


・在職老齢年金の見直し 


・産休期間中の保険料負担免除 


・被用者年金の一元化 


 【抜本改革までの現行制度の改善】 


 


・基礎年金の最低保障機能の強化 


 


・可能な限り厚生年金の加入者の適用範囲を拡大 


 


・在職老齢年金制度の見直し 


 


・被用者年金の一元化 


＜重点化・効率化＞ 


・高所得者の年金給付の見直し 


・デフレ下のマクロ経済スライド 


・支給開始年齢引上げ 


・標準報酬上限の引上げ 


  


 


・マクロ経済スライド、物価スライドのあり方を検討 


・業務運営の効率化（業務運営及びシステムの改善）  ・国民年金保険料の徴収体制の見直し 


 ・早急に基礎年金国庫負担１／２を実現 ・基礎年金国庫負担１／２の安定的な財源を確保 
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Ⅳ 


就
労
促
進 


○全員参加型社会の実現 


・ジョブ・カードの活用等による若者の安定的雇用の


確保 


・女性の就業率のＭ字カーブの解消 


・超高齢社会に適合した雇用法制の検討など年齢にか


かわりなく働き続けることができる社会づくり 


・福祉から就労への移行等による障害者の雇用促進 


 


・新卒者を含めた就労支援に引き続き全力 


・現金・現物のバランスのとれた子育て支援策や


正規・非正規を通じた働きやすい環境の整備な


どに重点を置き、いわゆる「Ｍ字カーブ」の解


消など労働力の確保を実現できる大胆な施策に


取り組む（再掲） 


・高齢者の就労支援の強化 


 


・特に若年者やひとり親家庭に対する積極的な就労支


援・能力開発等の展開、ジョブカードの全員配布 


・育児休業取得促進のため、企業に対する助成の充実や、


育児休業給付の引上げ。短時間勤務制度の義務対象年齢


の引上げ 


・希望者全員についての 65 歳までの継続雇用を確保 


・障がい者の雇用機会の増加（福祉から就労へ） 


・年齢・障がいを理由とした不利益取扱を禁止するため


の法整備 


○ディーセント・ワーク（働きがいがある人間らしい


仕事）の実現 


・非正規労働者の公正な待遇確保に横断的に取り組む


ための総合的ビジョンの策定 


・有期契約労働者の雇用の安定や処遇の改善に向けた


法制度の整備の検討 


・長時間労働抑制やメンタルヘルス対策による労働者


の健康・安全の確保 


 


・「労働者派遣法改正案」の速やかな成立 


・国民の価値観、ライフスタイルの多様化の中で


の望ましい雇用形態や有期雇用のあり方につい


て議論 


・均等待遇の実現、最低賃金の引上げの具体化 


 


 


 


 


・非正規社員の雇用の安定・処遇改善・公正な働き方、


ライフスタイルに応じた多様な働き方の実現 


・配偶者控除の抜本的な見直しや、第３号被保険者問題


の解消 


・労働者派遣法改正案の成立。雇用形態による不利益取


扱いの禁止の法整備、均等待遇の実現。最低賃金引上げ


に向けた取組み強化。すべての労働者に社会保険を適用 


・正社員の過剰労働を是正し、メンタルヘルス対策を含


めた労働安全衛生対策の充実 


・非正規社員の正社員化やワークライフバランスの推進


に積極的に取り組むことが企業価値の評価につながる


ようなメリットシステムの導入 


○雇用保険・求職者支援制度の財源の検討   


Ⅴ 


Ⅰ
～
Ⅳ
以
外
の
充
実
、
重
点
化
・
効
率
化


○サービス基盤の整備（あるべき医療・介護サービス


提供体制の実現、こども園・保育サービス・放課後児


童クラブ等のサービス目標達成に必要な基盤整備） 


 


 


 


 


 


 


 


 


○医療イノベーションの推進 


・国際水準の臨床研究中核病院等の創設 


・日本発のシーズを実用化につなげるための実務的な


相談支援 


・（独）医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）の体制


強化 


・保険償還価格の設定における医療経済的な観点を踏


まえたイノベーションの評価等のさらなる検討 


 


 


 


 


 


・規制制度の改革などによるドラッグ・ラグ、デ


バイス・ラグの解消 


 


・デバイス・ラグやドラッグ・ラグの解消を含むライフ


イノベーションを通じて医療分野などを成長産業化 







- 6 - 
 


○第２のセーフティネットの構築 


・求職者支援制度の創設 


・求職者支援制度をはじめとした第２のセーフティネ


ット施策の切れ目ない連携 


・生活保護受給者等に対する就労支援 


・複合的困難を抱える者への伴走型支援 


 


 


 


・雇用保険のあり方を検証しつつ、「第２のセーフ


ティネット」の仕組みを早急に整備し、就労を


通して社会に迅速に復帰できる環境整備が必要


・求職者支援制度は、次期通常国会で法案成立さ


せ、制度を確立 


 


 


○「第二のセーフティネット」である求職者支援制度の


機能強化 


・市町村の窓口に専門相談員を配置し、ワンストップで


労働市場復帰につなげる。（ジョブカードを全員に配布


し活用） 


○無縁社会を防ぐパーソナルサポートの充実（市町村の


専門相談員、アウトリーチ型支援やＮＰＯ等の支援機関


との連携を推進） 


・住宅支援の仕組みの検討 ・失業者、年金受給者も含めた低所得者に対する


住まい対策の充実 


・求職者支援制度と公営住宅等の現物給付を適切に組み


合わせ、就労・自立につながる住宅支援策を行う 


○生活保護の見直し 


・稼得能力を有する生活保護受給者向け自立・就労支


援メニューの充実と支援強化 


・子どもの貧困連鎖の防止 


・不正受給対策の徹底 


・客観的データに基づく生活保護基準の検討 


・就労支援策の拡充などにより失業による生活保


護受給者の増大を抑制 


・生活保護受給者が就労した場合に収入に応じた


生活保護受給額の減額によって受給者の手取額


が増加しないことによる就労意欲低下への対応


・医療扶助について、医療機関への重点指導を含


めた適正化への取組の強化 


・年金と生活保護の受給水準について、国民の納


得が得られる見直しもしくは説明が必要 


・生活保護受給者への受給サービスのコスト通知


などを通じて過剰・不適正な受給の是正を図り、


受給期間を通じた所得把握を厳格化 


・①自立・就労支援の強化、②子どもの貧困連鎖を防ぐ


進学支援など現物給付の充実、③医療扶助を悪用した重


複診療による医療機関の不当な診療報酬請求、過剰に薬


を入手して転売するなどの不正行為の防止徹底、④生活


保護基準のあり方の検証作業、⑤受給資格審査の適正化


などを実施。 


 ・低収入の現役世代、高齢者が増加する中で、年


金や生活保護との関係に留意しつつ、「給付付き


税額控除」を検討する意義は大きい 


・従来の社会保障制度との整合性を確保しつつ、番号制


度の安定的な運営等を前提に、給付付き税額控除を導入 


○障害者施策 


・障がい者制度改革推進本部において、制度の谷間の


ない支援の提供、障害者の地域移行や地域生活の支


援について検討  
＜以下再掲＞ 


・精神保健医療改革 


・長期高額医療の高額療養費の見直し（長期高額医療への対応、所得


区分の見直しによる負担軽減等）による負担軽減 


・総合合算制度（番号制度等の情報連携基盤の導入が前提） 


・福祉から就労への移行等による障害者の雇用促進 


 


・様々な障がいの間に隙間を生むことのない総合


的な福祉体系を整備 


・障がい者の就労支援の強化を含めて、障害や難


病などがあってもなくても同様の生活ができる


ような社会の構築に向けて全力で取り組む 


 


・障害者自立支援法を廃止。障がい者総合福祉法を制定 


・障がい者の雇用の機会を増やし、勤務先で安心して働


き続けられるような取組みを推進 


・障害年金について、年金制度改革の中で位置づけ 


・障がい医療について、社会的入院を解消するため、地


域での受け入れ体制を整備。低所得者世帯の障がい医療


費負担の軽減方策を検討。 


○難病対策 


・長期高額医療の高額療養費の見直し（再掲）など難


病医療費の支援のあり方の検討 


  


○震災復興 


・新たな安心地域モデルの提示 


 ・社会保障についても、未来志向の見地から、被災地を


少子高齢化が進む日本社会の先進的モデルとしていく 


番号 
制度 


・社会保障・税に関わる共通番号制度の早期導入 


 


 ・社会保障と税の共通番号制度の導入 
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社
会
保
障
の
安
定
財
源
確
保 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・「現在の世代が受ける社会保障は、現在の世代で負
担する」との原則に一刻も早く立ち戻る必要 
 
 
・社会保障給付に要する公費負担の費用は、消費税収
（国・地方）を主要な財源として確保。 
 
 
 
 
 
 
・消費税収（国・地方）は全て国民に還元し、官の肥
大化には使わないこととし、消費税を社会保障の目
的税とすることを法律上、会計上も明確にすること
を含め、区分経理を徹底 


・消費税収（国・地方）の使途は、今後は、高齢者三
経費を基本としつつ、その全額の使途を「制度とし
て確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並
びに少子化に対処するための施策に要する費用」に
拡充 


・将来的には、社会保障給付にかかる公費全体につい
て、消費税収（国・地方）を主たる財源として安定
財源を確保 
 
 
 
 
・社会保障給付における国と地方の役割分担に応じた
消費税収（国・地方）の配分を実現 
・2015 年度までに段階的に消費税率（国・地方）を
10％まで引上げ 


・民主党の税に対する基本理念は「公平・透明・
納得」である 
・将来にわたり社会保障制度を安定的に運営して
いくためには、現在の財政構造は極めて不安定で
あり、まずは早急にこれを安定・強化していくこ
とが必要 
・社会保険料又は税の引き上げへの国民の納得を
得るためには、国会議員自身の努力をはじめ、全
般的な税金のムダづかい根絶に徹底的に取り組
むとともに、将来の社会保障の姿、国民が受けら
れるサービスの程度、税と社会保険料の役割分担
や国民負担を明らかにした上で、国民の判断を得
なければならない 


・「現在の世代が受ける社会保障は、現在の世代で
負担する」状態へ回帰させるために、できるだけ
速やかに税と社会保障一体での具体的な改革案
を示し、財政健全化にもつなげる 
・社会保障の財源は、税制全体で「所得・消費・
資産」のバランスのとれた改革を行う中で確保。
その中でも「国民全体で広く薄く負担する」「安
定した税収」という特徴を有する消費税は非常に
重要 


・「公平・透明・納得」の税制を築き、社会全体が
支え合う新しいモデルの構築のため、消費税を含
む抜本改革に一刻も早く着手すべき 
・社会保障の安定・強化を目的に消費税の引き上
げを提起する場合には、消費税を社会保障の目的
税とすることを法律上も、会計上も明確にする 
 
・その際の「社会保障」とする給付費の範囲は、
まずは高齢者３経費を基本としつつ、現役世代の
セーフティネットの安定・強化についてどこまで
対象とすることが適当か、検討を行っていく 
 
・将来的には「社会保障」全体について安定財源
を確保することにより、制度の一層の安定・強化
につなげていく 
・消費税率が一定の水準に達し、税・社会保障全
体の再分配を見てもなお「逆進性対策」が必要と
なった場合には、「複数税率」よりも、「還付制度」
を優先的に検討 


 


 








給付費 計121.9兆円


社会保障に係る国・地方公費 計47.4兆円


 基礎年金
 高齢者医療
 介護保険


年 金 ・ 医 療 ・ 介 護


 高齢者以外の医療給付に係る費用 等


子 ど も ・ 子 育 て


 保育サービス
 現金給付 等


※ 消費税収（国・地方）の使途は、現在は国分が予算総則上高齢者三経費に充てられているが、今後は、高齢者三経費を基本としつつ、その全額を「制度として確立された年金、
医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用」（「社会保障４経費」、平成21年度税制改正法附則104条）に拡充。本経費は2011年度予算
ベースでは32.0兆円。


※ 給付費には、別紙１「社会保障改革の具体策、工程及び費用試算」における「Ⅱ 医療・介護等② 「保険者機能の強化を通じた医療・介護保険制度のセーフティネット機能の強
化・給付の重点化、逆進性対策」」（所要額（公費） ～1兆円弱程度）及び「Ⅲ 年金」（所要額（公費） ～0.6兆円程度）にかかる費用は含まれていない。


年金・医療・介護・子ども・子育て 計42.0兆円


（高齢者三経費）


改革後の社会保障給付の全体像（2015年度ベース）


【改革案】


重点化・効率化対策


 雇用保険、求職者支援


 若年者就労促進等


 提供体制の機能強化


 保険制度の機能強化


医療・介護


 国庫負担２分の１


 最低保障機能強化


年金


 こども園、保育サービス等の量的拡大


 保育の質の改善


子ども・子育て


 医療介護サービスの効率化
（在院日数の減少等）


 保険給付の重点化 等


 住宅支援、伴走型支援


 医療イノベーション


【改革後】


別紙２







社会保障給付費（※） 2011年度（予算ベース） 107.8兆円 （対ＧＤＰ比 22.3%）


※ 社会保障給付の財源としてはこの他に資産収入などがある。


保険料 59.6兆円（60%） 税 39.4兆円（40%）


うち被保険者拠出
31.8兆円（32%）


うち事業主拠出
27.8兆円（28%）


うち国
29.3兆円（30%）


うち地方
10.1兆円
（10%）


国（一般会計） 社会保障関係費等
※2011年度予算


社会保障関係費 28.7兆円（一般歳出の53.1%を占める）


積
立
金
の
運
用
収
入
等


各制度における
保険料負担


都道府県
市町村


（一般財源）


年金 53.6兆円（50%）


《対ＧＤＰ比 11.1%》


医療 33.6兆円（31%）


《対ＧＤＰ比 6.9%》


【負担】


社会保障の給付と負担の現状（2011年度予算ベース）


【給付】 社会保障給付費


福祉その他
20.6兆円（19%）
《対ＧＤＰ比 4.3%》


うち介護7.9兆円（7%）
《対ＧＤＰ比 1.6%》








＜2011年＞


＜20１5年＞改革後
＜2015年＞改革前


社会保障に係る費用の負担の見通し


1


保険料


59.6兆円


（60％）


（GDP比 12.3％）


保険料


67.3兆円


（60％）


（GDP比 13.2％）


公費


45.1兆円


（40％）


（GDP比 8.8％）


公費


46.5兆円


（41％）


（GDP比 9.1％）


注１：棒グラフ中の数字は、「社会保障改革の具体策、工程及び費用試算」を踏まえ、充実と重点化・効率化の効果を反映している。
（ただし、「Ⅱ 医療介護等 ②保険者機能の強化を通じた医療・介護保険制度のセーフティネット機能の強化・給付の重点化、逆進性対
策」および 「Ⅲ 年金」の効果は、反映していない。）


注２：負担額は、年金において積立金を活用して、給付をまかなっているため、給付額と一致しない。
（対応する給付額は108.1兆円（2011年）、119.9兆円（2015年、改革前）、121.9兆（2015年、改革後）である。）


保険料


67.9兆円


（59％）


（GDP比 13.3％）


公費


40.0兆円


（40％）


（GDP比 8.3％）


【医療・介護】 【年金】


増


計 99.6兆円
（GDP比20.6％） 計 112.4兆円


（GDP比22.0％）


・総合合算制度


公費増
・国保の低所得者保険
料軽減の拡充等


・介護保険の１号保険
料
の低所得者保険料軽
減強化


・厚生年金の
適用拡大


・最低保障機
能
の強化


（高所得者の年金
給付の見直し（公
費減要因）と併せ
て検討）


保険料増
・被用者保険の適用
拡大


・介護納付金の総報
酬制導入


計 114.4兆円
（GDP比22.4％）


推計に含まれていない主な要因


・高額療養費の
見直し


（受診時定額負担の
導入（給付減要因）
と併せて検討）


・高額療養費の
見直し


（受診時定額負担の
導入（給付減要因）
と併せて検討）








平成21年度税制改正法附則104条


「消費課税については、その負担が確実
に国民に還元されることを明らかにする
観点から、消費税の全額が制度として確
立された年金、医療及び介護の社会保障
給付並びに少子化に対処するための施
策に要する費用に充てられることが予算
及び決算において明確化されることを前
提に、消費税の税率を検討する」


国 分


7.2兆円


高齢者３経費
（国分）


17.2兆円


消費税収
（国・地方）
12.8兆円


社会保障の安定財源確保の基本的枠組み


10.0兆円


地 方 分


5.6兆円


予算総則上、消費税の収入（国分）は高齢者3経費（基礎年金、
高齢者医療、介護保険）に充てることとされている。


充当
⇒「高齢者３経費」を基本としつつ、今後は、
その全額の使途を「制度として確立された
年金、医療及び介護の社会保障給付並び
に少子化に対処するための施策に要する
費用」に拡充することが、消費税率の検討
の前提。


（注） 計数は2011年度（当初予算ベース）。
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（注１） 消費税収（国・地方）を充当する社会保障給付の具体的範囲（2015年度時点）は、高齢者3経費を基本としつつ、今後検討。当該範囲における社会保障給付における国・
地方の役割分担に応じ、消費税収を国・地方に配分。


（注２） 社会保障4経費とは、社会保障給付公費負担のうち「制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用」（平
成21年度税制改正法附則104条）をいう。所要額は厚生労働省による推計（2011年5月時点）。


（注３） 2015年度の消費税収は、内閣府「経済財政の中長期試算」（平成23年１月）に基づく推計（年央に改訂）。


うち
高齢者３経費


22.1兆円


32.0兆円


消費税収
（国・地方）
12.8兆円


37.0兆円


社会保障給付と消費税収（国・地方）の対応関係


（２０１１年度）


消費税収
（国・地方）
13.5兆円


9.3兆円
（４％相当）


12.8兆円
（５％弱相当）


うち
高齢者３経費


26.3兆円


社会保障4経費


（国・地方）


（２０１５年度）


現状ベース 改革後ベース


消費税収
（国・地方）


うち
高齢者３経費 ５％


制度改革に伴う増及び
消費税引上げに伴う社
会保障支出の増社会保障4経費


（国・地方）


社会保障4経費


（国・地方）


現行５%
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社会保障改革の安定財源の確保


機能強化 ３％相当


・制度改革に伴う増 １％相当
・高齢化等に伴う増 １％相当
・年金2分の1（安定財源） １％相当


機能維持 １％相当


消費税引上げに伴う
社会保障支出等の増 １％相当


5％相当の


安定財源の
確保


※ 税制抜本改革実施までの２分の１財源


消費税収
（国・地方）


うち
高齢者３経費


社会保障4経費


（国・地方）


（2015年度）


改革後ベース


５％


５％


（注２） 高齢化等に伴う増は、いわゆる自然増のうち経済成長による伸びを超える増加のことである。


（注１） 消費税引上げに伴う社会保障支出等の増には、消費税を引き上げた場合に増加する国・地方の物資調達にかかる支出も含まれる。所要額は、財務省推計（ 2011年5月時点）であり、
今後各年度の予算編成過程において精査が必要。


（注３） 機能強化の額は、厚労省による推計（2011年5月時点）。機能強化の具体的な内容は、別紙１のとおり。


制度改革に伴う
増及び消費税引
上げに伴う社会
保障支出の増
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（注２）消費税収（国・地方）を充当する社会保障給付の具体的範囲（2015年度時点）は、高齢者3経費を基本としつつ、今後検討。当該範囲における社会保障給付における国・地方の役割分担
に応じ、消費税収を国・地方に配分。


機能強化 3％相当


・制度改革に伴う増
・高齢化等に伴う増
・年金2分の1（安定財源）


うち高齢者３経費


基礎的財政収支
（ＰＢ）対象経費


（国・地方）


税収・税外収入
（国・地方）


社会保障給付費
公費負担
（国・地方）


消費税収
（国・地方）


年金２分の１（臨時財源）


消費税収
（国・地方）


機能維持 1 ％相当


制度改革に伴う増 １％相当


充当


ＰＢ赤字
（国・地方）


うち高齢者３経費


消費税引上げに伴う
社会保障支出等の増


基礎的財政収支
（ＰＢ）対象経費


(国・地方)


税収・税外収入
（国・地方）


ＰＢ赤字（国・地方）（対GDP比）改善


＝財政健全化目標との整合性社会保障給付費
公費負担
（国・地方）


（2015年度） （2015年度）


社会保障改革の安定財源確保と財政健全化の同時達成


その他歳出に係る
ＰＢ赤字


消費税引上げに伴う


社会保障支出等の増


1 ％相当


高齢化等に伴う増 １％相当


内
閣
府
試
算
（23
年
1
月
）か


ら
の
Ｐ
Ｂ
改
善
（国
・地
方
）


制度改革に伴う増 １％相当


改
革
に
伴
う
新
規
歳
出
増
に


見
合
っ
た
安
定
財
源
の
確
保


２％


３％


年金2分の1 １％相当


１％相当


現状ベース 改革後ベース


※ 税制抜本改革実施までの２分の１財源


2011年度から


の自然増


高齢化等に伴う増 １％相当


その他歳出に係る
ＰＢ赤字


（注１） 「財政運営戦略」（平成22年6月22日閣議決定）における財政健全化目標において、国・地方及び国の基礎的財政収支赤字の対GDP比を、2015年度までに2010年度の水準から半減し、
2020年度までに黒字化することとされている。内閣府試算（平成23年1月）の2015年度の試算結果からは、消費税率換算で約3％のPB（国・地方）の改善が必要。


充当範囲を拡充


充当


（注３）改革後ベースにおける「高齢化等に伴う増」は、いわゆる自然増のうち経済成長による伸び（「機能維持」に含まれる）を超える増加のことである。
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消費税収（国･地方）の社会保障財源化・区分経理のイメージ （参考）


歳 出 歳 入


＜ 現状のイメージ ＞


歳 出 歳 入


＜ 将来のイメージ＞


社会保障給付
公費負担
（国・地方）


基
礎
的
財
政
収
支
対
象
経
費
（
国
・
地
方
）


社会保障給付
公費負担
（国・地方）


PB赤字


（国・地方）


その他の歳出


消費税収
（国・地方）


その他の
税収等


その他の歳出


税収等


その他の税収の確保
や歳出削減によりPB
赤字（国・地方）解消


消費税収
（国）


将来的には、社会保障
給付にかかる公費全体
について、消費税収
（国・地方）を主たる財
源として安定財源を確
保することによって、社
会保障制度の一層の
安定・強化につなげて
いく。
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平成23年6月8日


経済産業副大臣


松下 忠洋


社会保障・税一体改革の各論について







○今後、消費税率の引上げについて、制度設計の詳細を検討する際は、以下の事
項に十分留意する必要がある。


各論 ① 消費課税について


○ 消費税の引き上げに際しては、中小企業者の事務処理能力や徴税コスト等を考慮
し、その納税事務負担が、中小企業者にとって過度なものとならないよう、最大限の
措置を講じることが必要。


○ なお、逆進性への対策としては、中小企業者への事務負担が重い軽減税率の導
入ではなく、社会保障給付や低所得者向けの特別な給付等の財政支出の枠組みで
対応すべき。


１．中小企業者の事務負担について


２．二重課税の調整について


○ 自動車取得税やガソリン関係諸税について、消費税との二重課税の問題が指摘さ
れている。


○ 消費税率引上げの際には、消費者への過度な負担とならないよう、二重課税の問
題についても検討していくことが必要ではないか。







○車体課税については、平成２３年度税制改正大綱を踏まえ、簡素化、グリーン化、
負担の軽減等を行う方向で、抜本的に見直していくべき。


各論 ② 自動車関係諸税について


各論 ③ 地方税制について


○地方消費税の充実を検討する際には、地方法人二税等の地方法人課税のあり方も
あわせて見直すことにより、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の
構築を進めるようにすべき。


各論 ④ 税制全体のグリーン化について


○平成２３年度税制改正法案に盛り込まれた「地球温暖化対策のための課税の特例」
を実現すべき。








社会保障改⾰の主な項⽬社会保障改⾰の主な項⽬


Ⅰ 子ども・子育て


○ 子ども・子育て新システムの制度実施に伴い、保育等の量的拡充や幼保一体化などの機能強化を
図る。
・ 待機児童の解消、質の高い学校教育・保育の実現、放課後児童クラブの拡充、社会的養護の充実
・ 保育等への多様な事業主体の参入促進、既存施設の有効活用、実施体制の一元化


Ⅱ 医療・介護等


○ サービスの提供体制の効率化・重点化と機能強化を図る。そのため、診療報酬・介護報酬の体系
的見直しと基盤整備のための一括的な法整備を行う。


・ 病院・病床機能の分化・強化と連携、在宅医療の充実等、地域包括ケアシステムの構築・ケアマネ
ジメントの機能強化・居住系サービスの充実、施設のユニット化、重点化に伴うマンパワーの増強


・ 平均在院日数の減少、外来受診の適正化、ＩＣＴ活用による重複受診・重複検査・過剰薬剤投与等
の削減、介護予防・重度化予防


○ 保険者機能の強化を通じて、医療・介護保険制度のセーフティネット機能の強化・給付の重点化な
どを図る。


a) 被用者保険の適用拡大と国保の財政基盤の安定化・強化・広域化


・ 短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大、市町村国保の財政運営の都道府県単位化と併
せ財政基盤を強化


b) 介護保険の費用負担の能力に応じた負担の要素強化と低所得者への配慮、保険給付の重点化
・ １号保険料の低所得者保険料軽減強化
・ 介護納付金の総報酬割導入、重度化予防に効果のある給付への重点化


c) 高度・長期医療への対応（セーフティネット機能の強化）と給付の重点化
・ 高額療養費の見直しによる負担軽減と、その規模に応じた受診時定額負担等の併せた検討


d) その他
・ 総合合算制度、高齢者医療制度の見直し、低所得者対策・逆進性対策等の検討


・ 後発医薬品の更なる使用促進、医薬品の患者負担の見直し、国保組合の国庫補助の見直し、高
齢者医療費支援金の総報酬割導入、70～74歳2割負担


所要額（公費）2015年


０．７兆円
※ 税制抜本改革以外の


財源も含めて
１兆円超程度の措置を


今後検討


所要額（公費）2015年


～０．６兆円程度


所要額（公費）2015年


～１兆円弱程度







Ⅲ 年金
○ 国民的な合意に向けた議論や環境整備を進め、「新しい年金制度の創設」実現に取り組む。


・ 所得比例年金(社会保険方式)、最低保障年金（税財源）
○ 年金改革の目指すべき方向性に沿って、現行制度の改善を図る。
・ 最低保障機能の強化＋高所得者の年金給付の見直し
・ 短時間労働者に対する厚生年金の適用拡大、第３号被保険者制度の見直し、在職老齢年金の見
直し、産休期間中の保険料負担免除、被用者年金の一元化
・ デフレ下のマクロ経済スライド、支給開始年齢の引上げ、標準報酬上限の引上げ


○ 業務運営の効率化を図る（業務運営及びシステムの改善）。


Ⅳ 就労促進
○ 全員参加型社会の実現のために、若者の安定的雇用の確保、女性の就業率のM字カーブの解消、
年齢にかかわりなく働き続けることができる社会づくり、障害者の雇用促進に取り組む。


○ ディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）の実現を図る。
○ 雇用保険・求職者支援制度の財源について、関係法の規定を踏まえ検討する。


Ⅴ Ⅰ～Ⅳ以外の充実、重点化・効率化
・ サービス基盤の整備、医療イノベーションの推進、第２のセーフティネットの構築、生活保護の見直し


（充実、重点化・効率化）、障害者施策・難病対策の検討、震災復興における新たな安心地域モデルの
提示


所要額（公費）2015年


～０．６兆円程度


2015年度の上記の所要額（公費）合計 ＝ 約２．７兆円程度








平成23年6月8日 税制調査会資料


税制抜本改革について


◎論点整理が必要


○２３年度税制改正の扱い
特に法人税減税との関係で整理された税はどうなるのか。


○消費税についての集中議論が必要
１．税率
２．軽減税率の適用
３．二重課税（自動車取得税、印紙税、不動産流通課税等）
４．国と地方の配分


○自動車車体課税の抜本的見直し（エコカー減税の取扱を含む）


等


国土交通副大臣 池口修次








プライマリー・バランス（ＰＢ）の定義について


プライマリー・バランス（ＰＢ）とは、その時点で必要とされる政策的経費を、その時点の税収等でどれ
だけ賄えているかを示す指標（＝政策的経費－税収等）。なお、財政収支とは、利払費の扱いが異なる。


債務残高


ＧＤＰ


このため、「債務残高対ＧＤＰ比」全体の変動は、


「金利」と「経済成長率」の水準によって左右される。


以上を整理すると、


ＰＢが均衡している状態では、


・ 金利 ＞ 成長率 ⇒ 債務残高対ＧＤＰ比は増加


・ 金利 ＝ 成長率 ⇒ 債務残高対ＧＤＰ比は一定


・ 金利 ＜ 成長率 ⇒ 債務残高対ＧＤＰ比は減少


債務残高対ＧＤＰ比を確実に引き下げるためには、


ＰＢに一定の黒字幅を持たせる必要。


ＰＢ均衡時には、債務残高は利払費分だけ
増加。この利払費は、「債務残高×金利」と
して計算。
したがって、ＰＢ均衡時の債務残高は、金利
の水準に比例して増大。


ＧＤＰは経済成長率に比例して増減


ＰＢが均衡している状態では 、債務残高対ＧＤＰ比の分子と分


母は次のとおりに変動。


公債金収入


税収等


政策的経費


債務償還費


利払費


ＰＢ


財政収支


歳 入 歳 出












 


税制抜本改革に関するこれまでの議論 
 


○ 税制抜本改革の方向性等に関する抜粋 


‐平成 22・23 年度税制改正大綱 


‐税と社会保障の抜本改革調査会「中間整理」 


‐平成 23 年度税制改正主要事項にかかる提言 


○ 税制改正大綱等と附則第１０４条の比較 


（参考） 税制抜本改革に関するこれまでの主な取組み 


 


 


平成 23 年 6 月 
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税制抜本改革の方向性等に関する抜粋 
 


○ 平成 22・23 年度税制改正大綱 


○ 税と社会保障の抜本改革調査会「中間整理」 
（平成 22 年 12 月 6 日） 


○ 平成 23 年度税制改正主要事項にかかる提言 
（民主党税制改正 PT 提言 平成 22 年 12 月 6 日） 
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【平成 23 年度税制改正大綱】 


○《抜本改革に向けた基本的方向性》 


   こうした我が国の経済・社会の構造変化に対応し、成長と雇用の実現、社会保障改革とその財源確保と


いった我が国の喫緊の課題に応えるために、税制の抜本的な改革を果断に進める必要があります。改革に


当たっては、平成 22 年度税制改正大綱でお示しした以下の５つの視点や改革の方向性を踏まえ、納税者の


理解・納得を得ながら、所得課税、消費課税、資産課税全般について改革を進めていきます。この改革を


通じて、セーフティネットの確立、経済活性化、財政健全化の好循環を促していきます。 


・ 納税者の立場に立ち「公平・透明・納得」の税制を築くこと 


・ 「支え合い」のための必要な費用を分かち合うこと 


・ 税制改革と社会保障制度改革を一体的にとらえること 


・ グローバル化に対応できる税制を考えること 


・ 地域主権改革を推進するための税制を構築すること 


 


○ 社会保障改革とその財源確保について、消費税を含む税制全体の議論を一体的に行うことが不可欠であり、


そのため、本年 10 月 28 日に、「政府・与党社会保障改革検討本部」が設置されました。 


12 月 10 日に本部決定され、同 14 日に閣議決定された「社会保障改革の推進について」では、今後の社会


保障改革について、民主党「税と社会保障の抜本改革調査会中間整理」や「社会保障改革に関する有識者検討


会報告～安心と活力への社会保障ビジョン～」に示された内容を尊重し、社会保障の安定・強化のための具体


的な制度改革案とその必要財源の安定的確保と財政健全化を同時に達成するための税制改革について一体的


に検討を進め、その実現に向けた工程表とあわせ、平成 23 年半ばまでに成案を得、国民的な合意を得た上で


その実現を図ることが決定されました。 


今後、税制調査会では、この決定を踏まえた政府・与党内の検討と緊密に連携しながら、早急に税制抜本改


革の具体的内容について検討を行っていきます。 


 


税制抜本改革 
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【民主党税制改正 PT 提言】 


○ 今回の税制改正の議論では、昨年の税制改正大綱、および「税と社会保障の抜本改革調査会」が党に設置


されたことを踏まえ、所得税、法人税、資産税を中心に議論を行ってきた。特に基幹税たる所得税の改革は


重要な課題であり、「所得再分配機能回復」や「支え合いの税制」を構築していくことについて議論を重ねて


きた。 


 


○ 今回の所得税の見直し提言は、抜本改革の前ではあるが先行して諸控除の見直しを行い所得再分配機能の


回復を図るものである。ただし、過度に特定の者に負担を求めるようなことがあれば、民主党の目指す「公


平・透明・納得」の税制とは程遠い姿になりかねない。 


 


○ 「公平・透明・納得」の税制を築き、社会全体が支え合う新しいモデルを構築していくためには、およそ


所得税改革だけでなし得るものではなく、消費税を含む抜本改革に政府は一刻も早く着手すべきである。 


 


 


【民主党 税と社会保障の抜本調査会「中間整理」】 


○ 「公平・透明・納得」の税制を築き、社会全体が支え合う新しいモデルを構築していくためには、およそ


所得税改革だけでなし得るものではなく、消費税を含む抜本改革に政府は一刻も早く着手すべきである。 


 


○ 今回の中間整理では個別の社会保障制度の具体的な将来像やその必要財源及びその必要財源を確保するた


めの具体的な税制改革の方策まで示すに至っていないが、社会保障に対する国民の信頼を早急に回復する必


要があること、財政状況が極めて厳しいことを踏まえれば、税と社会保障の抜本改革は一刻の猶予もならな


い課題であり、少子高齢社会を克服する日本モデルに向けて、早急に政府与党で検討を行った上で、国民的


な議論に付さなければならない。 
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【財政運営戦略（平成 22 年 6 月 22 日 閣議決定】 


３．中期財政フレーム  


（２）歳入・歳出両面での取組 


② 歳入面での取組 


個人所得課税、法人課税、消費課税、資産課税等にわたる税制の抜本的な改革を行うため、早急に具体


的内容を決定することとする。こうした税制の改革により、財政健全化目標の達成に向けて、必要な歳入


を確保していく。 
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【２２年度税制改正大綱】 


○ 所得控除から税額控除・給付付き税額控除・手当へ転換を進めます。 


○ 所得再分配機能の回復等の観点からの、給与所得控除の見直しや、税率構造などの所得税改革にも取り組


むこととします。 


○ 給与所得控除には上限がありませんが、給与所得者の必要経費が収入の増加に応じて必ずしも増加すると


は考えにくく、高所得者により有利な制度となっています。このため、給与所得控除に関しては、上限を設


けるなどの見直しが必要です。 


○ 特定支出控除の対象範囲を拡大することにより、給与所得者にとって使いやすい制度にすることを検討し


ます。 


○ 金融資産の流動性等にかんがみ、当面の対応として、景気情勢に十分配慮しつつ、株式譲渡益・配当課税


の税率の見直しに取り組むとともに、損益通算の範囲を拡大し、金融所得の一体課税を進めます。 


○ 給付付き税額控除は多くの先進国で既に導入されています。我が国で導入する場合には、所得把握のため


の番号制度等を前提に、関連する社会保障制度の見直しと併せて検討を進めます。 


 


【２３年度税制改正大綱】 


○ 格差社会に対応するためにも、累進構造を基本とする所得税については、雇用形態や就業構造の変化も踏


まえながら、所得再分配機能等を回復するための改革を進める必要があります。 
  そのため、税率構造の見直しはもとより、高所得者に対して結果的に有利になっている所得控除の見直し


などによる課税ベースの拡大、さらには、所得控除から税額控除・給付付き税額控除・手当へという改革を


進めます。 


個人所得課税 
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○ 配偶者控除を巡る様々な議論、課税単位の議論、社会経済状況の変化等を踏まえながら、配偶者控除につい


ては、平成 24 年度税制改正以降、抜本的に見直す方向で検討します。 


○ 個人住民税の「地域社会の会費」的性格をより明確化する観点から、所得税における諸控除の見直しや低所


得者への影響にも留意しつつ、個人住民税の諸控除の見直しについて検討を進めます。 


 


【民主党税制改正 PT 提言】 


○ 現行の所得控除制度は結果として高所得者に有利な制度となっていること、分離課税している金融所得な


どに軽課していることなどから、所得税の所得再分配機能や財源調達機能が低下してきていることを指摘し


てきた。その上で、「所得控除から税額控除・給付付き税額控除・手当へ」と見直しを図っていくこととして


きた。 


○ （配偶者控除）配偶者控除については、本来ライフスタイルの選択に中立な税制にどう変えていくかが議


論の出発点のはずであり、特定の所得層を境目に働き方が制約されるべきではない。課税単位を世帯単位、


個人単位のいずれにしていくのかという個人所得課税の根本的な議論もあり、所得、資産、消費を含む税制


抜本改革の議論の中できちんと検討していくべき課題であり、来年度改正については慎重な判断を求める。 


○ （最高税率、税率構造）税率構造全体の見直しについては、まさに所得、資産、消費を含む税制抜本改革


の議論の中で検討していくべき重要な課題である。金融所得税制および給与所得控除の見直しを実施すれば、


所得再分配機能は相当程度強化されることになる。その上で最高税率引き上げまで行えば、一定以上の所得


層の負担が急増することになり、税制改正のあり方として望ましくない。 
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これまでの主な取組み 


【平成 22 年度大綱】 


・年少扶養控除の廃止（所得税、個人住民税） 


・16 歳から 18 歳までの特定扶養控除の上乗せ部分の廃止（所得税、個人住民税） 


【平成 23 年度大綱】 


・給与所得控除額に上限を設定、高額な役員給与に係る給与所得控除の見直し等（所得税、個人住民税） 


・勤続年数 5年以内の法人役員等の退職所得について、２分の１課税を廃止（所得税、個人住民税） 


・退職所得に係る個人住民税（所得割）の 10％税額控除の廃止（個人住民税） 


・成年扶養控除の対象の見直し（所得税、個人住民税） 


・上場株式等の配当・譲渡所得等に係る 10％軽減税率を 2年延長し、平成 26 年 1月から 20％本則税率とする（所
得税、個人住民税） 
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【２２年度税制改正大綱】 


○ 租税特別措置の抜本的な見直しなどを進め、これにより課税ベースが拡大した際には、成長戦略との整合


性や企業の国際的な競争力の維持・向上、国際的な協調などを勘案しつつ、法人税率を見直していくことと


します。 


 


【民主党税制改正 PT 提言】 


○ （実効税率引下げ）法人実効税率引下げの目的は、国際競争力の維持、国内産業空洞化防止と雇用維持、国


内への投資促進などである。（中略）行き過ぎた課税ベース拡大によりかえって経済成長を阻害することが


ないよう留意する必要がある。 


 


これまでの主な取組み 


【平成 23 年度大綱】 


・法人税率を 4.5％引下げ、国税と地方税を合わせた法人実効税率を５％引下げ 


・租税特別措置、減価償却制度、欠損金の繰越控除等の見直しにより課税ベースを拡大 


 


 


法人課税 
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【２３年度税制改正大綱】 


 


（１）消費税 


○ 消費税のあり方については、民主党「税と社会保障の抜本改革調査会中間整理」（平成 22 年 12 月６日）


で指摘された以下の基本的な考え方などを尊重しつつ、今後、社会保障制度の抜本改革の検討などと併せて、


その具体的内容について、早急に検討を行ってまいります。あわせて、消費税制度の信頼性を確保していく


ために、一層の課税の適正化にも着手していきます。 


『社会保障の財源は、税制全体で「所得・消費・資産」のバランスのとれた改革を行う中で確保してい


く。社会保障全体の財源は税制全体で確保していくが、その中でも「国民全体で広く薄く負担する」「安


定した税収」という特徴を有する消費税は非常に重要である。「公平・透明・納得」の税制を築き、社会


全体が支え合う新しいモデルを構築していくためには、およそ所得税改革だけでなし得るものではなく、


消費税を含む抜本改革に政府は一刻も早く着手すべきである。』 


 


『社会保障の安定・強化を目的に消費税の引き上げを提起する場合には、国民の理解と納得を得るため


にも、消費税を社会保障の目的税とすることを法律上も、会計上も明確にする。その際の「社会保障」


とする給付費の範囲は、まずは高齢者３経費を基本としつつ、現役世代のセーフティネットの安定・強


化についてどこまで対象とすることが適当か、検討を行っていく。将来的には「社会保障」全体につい


て安定財源を確保することにより、制度の一層の安定・強化につなげていく。また消費税率が一定の水


準に達し、税・社会保障全体の再分配を見てもなお「逆進性対策」が必要となった場合には、制度が複


雑となり、また政治的な要因が働きやすい「複数税率」よりも、制度が簡素で、透明性の高い「還付制


度」を優先的に検討する。』 


消費課税 
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（２）地方消費税 


○ 地方消費税のあり方については、「社会保障改革に関する有識者検討会報告～安心と活力への社会保障ビジ


ョン～」（平成 22 年 12 月 10 日）において示された以下の内容などを尊重しつつ、今後、社会保障制度の抜


本改革の検討などと併せて、その具体的内容について、早急に検討を行ってまいります。 


『国民一人ひとりに包括的な支援をおこなうという社会保障の考え方からすれば、国民に身近なところ


でサービスを設計し、実行する地方自治体の役割はきわめて重要である。すべての自治体で、住民の参


加と自立を支えることが、地域の自立につながる。また、国民自らが関与する分権的な社会保障は、社


会保障の信頼を大きく高める。したがって、社会保障改革を支える税制改革のためには、国とともに制


度を支えている地方自治体の社会保障負担に対する安定財源の確保が重要な目標でなければならない。 


地方自治体もまた、安定的な公共サービスの供給をとおして地域の経済活力を高め、雇用を拡大する


ことに責任を負わねばならない。そして、地方自治体のそのような努力を支えるためにも、税源の偏在


性が少なく、安定的な税財源を確保することが必要である。また、地方が地域の実情に応じて住民合意


の下に提供するサービスに関しては、独自に財源が確保できるように地方自治体の課税自主権の拡大・


発揮についても検討されるべきである。』 


 


（３）車体課税 


○ 車体課税については、エコカー減税の期限到来時までに、地球温暖化対策の観点や国及び地方の財政の状


況も踏まえつつ、当分の間として適用されている税率の取扱いを含め、簡素化、グリーン化、負担の軽減等


を行う方向で抜本的な見直しを検討します。 
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（４）地球温暖化対策のための税の導入 


○ 我が国においても税制による地球温暖化対策を強化するとともに、エネルギー起源ＣＯ2 排出抑制のため


の諸施策を実施していく観点から、平成 23 年度に「地球温暖化対策のための税」を導入することとします。 


 


（５）地球温暖化対策に関する地方の財源確保 


○ 地球温暖化対策を推進するためには、地域において主体的な取組が進められることが不可欠です。既に地


方公共団体が、地球温暖化対策について様々な分野で多くの事業を実施していることを踏まえ、エネルギー


起源ＣＯ2 排出抑制策、森林吸収源対策などの地球温暖化対策に係る諸施策を地域において総合的に進める


ため、地方公共団体の財源を確保する仕組みについて検討します。 


 


 


【民主党税制改正 PT 提言】 


○ （車体課税）エコカー減税の枠組みは維持すべきである。昨年度税制改正大綱では、エコカー減税の期限


到来時までに、簡素化、グリーン化、負担の軽減等を行う方向で抜本的見直しを検討するとしたが、その方


針を踏襲すべきであり、来年度税制改正について車体課税の議論を行うべきではない。 


 


○ （地球温暖化対策のための税）CO2 排出量を 2030 年に 1990 年比 30％削減するため、石油石炭税を活用し


て、化石燃料の CO2 排出量に着目して課税する「地球温暖化対策のための税」を設けるべきである。「地球温


暖化対策のための税」は平成 23 年度から導入することとし、経済状況等を勘案しながら、急激な負担増にな


らないように配慮すべきである。 
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これまでの主な取組み 


【平成 22 年度大綱】 


・揮発油税等の暫定税率の見直し 


・自動車重量税について、地球温暖化対策の観点から税率構造を見直し 


・自動車取得税について、地球温暖化対策の観点から現在の税率水準を維持 


【平成 23 年度大綱】 


・地球温暖化対策のための税の導入 


・消費税の免税事業者の要件の見直し 


・消費税の仕入税額控除におけるいわゆる「95％ルール」の見直し 
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【２２年度税制改正大綱】 


○ 今後、格差是正の観点から、相続税の課税ベース、税率構造の見直しについて平成 23 年度改正を目指しま


す。その見直しに当たっては、我が国社会の安定や活力に不可欠な中堅資産家層の育成や事業の円滑な承継


等に配慮しつつ、本人の努力とは関係のない大きな格差が固定化しない社会の構築や課税の公平性に配慮す


べきです。 


○ 現役世代への生前贈与による財産の有効活用などの視点を含めて、贈与税のあり方も見直していく必要があ


ります。 


【民主党税制改正 PT 提言】 


○ 特に購買意欲の高い若年層の消費喚起を図り、内需、消費の拡大を図っていくため、相続税の基礎控除の


縮減等を行うとともに、贈与税減税を行って若年層への資産移転を図っていくべきである。なお、相続税見


直しに当たって、配偶者への配慮、居住用財産への留意は必要である。（中略）また、現在の相続時精算課税


制度では、受贈者は２０歳以上の推定相続人とだけされているが、孫への資産移転など世代間の飛びこえを


推奨する工夫も検討すべきである。 


 


これまでの主な取組み 


【平成 23 年度大綱】 


・相続税：基礎控除の引下げ及び高額の遺産取得者を中心に負担を求める観点から税率構造の見直し等 


・贈与税：若年世代への資産の早期移転を促進する観点から税率構造等を見直し 


 


資産課税 
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【２３年度税制改正大綱】 


○ 少子高齢化が進み、社会保障制度を支えている地方自治体の役割がますます増大する中で、社会保障など


地方行政を安定的に運営するための地方消費税の充実など、税源の偏在性が少なく、税収が安定的な地方税


体系を構築します。        


 


 ○ 地域主権改革を進めていく観点からは、地方税源を充実することが必要であり、そのための方策の一つとし


て、個人住民税の充実強化を検討することは、地方消費税と並ぶ重要な課題です。 


地方税制 
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 税制改正大綱等 


附則第１０４条 
所得税法等の一部を改正する法律（平成 21 年法律第 13 号） 


税制抜本改革 


（全般） 


 
【平成 23 年度大綱】 


○ こうした我が国の経済・社会の構造変化に対応し、成長と雇用の実現、社会


保障改革とその財源確保といった我が国の喫緊の課題に応えるために、


税制の抜本的な改革を果断に進める必要があります。改革に当たっては、


平成 22 年度税制改正大綱でお示しした以下の５つの視点や改革の方向性


を踏まえ、納税者の理解・納得を得ながら、所得課税、消費課税、資産課税


全般について改革を進めていきます。 


○ 12 月 10 日に本部決定され、同 14 日に閣議決定された「社会保障改革の


推進について」では、今後の社会保障改革について、社会保障の安定・強化


のための具体的な制度改革案とその必要財源の安定的確保と財政健全化


を同時に達成するための税制改革について一体的に検討を進め、その実


現に向けた工程表とあわせ、平成 23 年半ばまでに成案を得、国民的な合


意を得た上でその実現を図ることが決定されました。 


 
【財政運営戦略（H22.6.22 閣議決定）】 


３．中期財政フレーム  


（２）歳入・歳出両面での取組 


② 歳入面での取組 


個人所得課税、法人課税、消費課税、資産課税等にわたる税制の抜本


的な改革を行うため、早急に具体的内容を決定することとする。こうした


税制の改革により、財政健全化目標の達成に向けて、必要な歳入を確保


していく。 


 


 


 
【第１項】 


政府は、基礎年金の国庫負担割合の２分の１への引上げのため


の財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少


子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、


平成 20 年度を含む３年以内の景気回復に向けた集中的な取組に


より経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階


的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成 23 年


度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合にお


いて、当該改革は、2010 年代の半ばまでに持続可能な財政構造を


確立することを旨とするものとする。 


 
【第２項】 


前項の改革を具体的に実施するための施行期日等を法制上定


めるに当たっては、景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見


極め、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとするもの


とし、当該改革は、不断に行政改革を推進すること及び歳出の無駄


の排除を徹底することに一段と注力して行われるものとする。 


税制改正大綱等と附則第１０４条の比較 







 17 


 税制改正大綱等 
附則第１０４条 


所得税法等の一部を改正する法律（平成 21 年法律第 13 号） 


個人所得課税 


【平成 22 年度大綱】 


○ 所得控除から税額控除・給付付き税額控除・手当へ転換を進めます。 


○ 所得再配分機能の回復等の観点からの、給与所得控除の見直しや、税


率構造などの所得税改革にも取り組むこととします。 


○ 給与所得控除には上限がありませんが、給与所得者の必要経費が収入の


増加に応じて必ずしも増加するとは考えにくく、高所得者により有利な制度


となっています。このため、給与所得控除に関しては、上限を設けるな


どの見直しが必要です。 


○ 給付付き税額控除は多くの先進国で既に導入されています。我が国で導入


する場合には、所得把握のための番号制度等を前提に、関連する社会保障


制度の見直しと併せて検討を進めます。 


○ 金融資産の流動性等にかんがみ、当面の対応として、景気情勢に十分配慮


しつつ、株式譲渡益・配当課税の税率の見直しに取り組むとともに、損益通算


の範囲を拡大し、金融所得の一体課税を進めます。 


 
【平成 23 年度大綱】 


○ 格差社会に対応するためにも、累進構造を基本とする所得税について


は、雇用形態や就業構造の変化も踏まえながら、所得再分配機能等を回


復するための改革を進める必要があります。 


  そのため、税率構造の見直しはもとより、高所得者に対して結果的に


有利になっている所得控除の見直しなどによる課税ベースの拡大、さら


には、所得控除から税額控除・給付付き税額控除・手当へという改革を


進めます。 


○ 個人住民税の「地域社会の会費」的性格をより明確化する観点から、


所得税における諸控除の見直しや低所得者への影響にも留意しつつ、個


人住民税の諸控除の見直しについて検討を進めます。 


【第３項第１号】 
個人所得課税については、格差の是正及び所得再分配機能の


回復の観点から、各種控除及び税率構造を見直し、最高税率及


び給与所得控除の上限の調整等により高所得者の税負担を引


き上げるとともに、給付付き税額控除の検討を含む歳出面も合わ


せた総合的な取組の中で子育て等に配慮して中低所得者世帯


の負担の軽減を検討すること並びに金融所得課税の一体化を更


に推進すること。 
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 税制改正大綱等 
附則第１０４条 


所得税法等の一部を改正する法律（平成 21 年法律第 13 号） 


法人課税 


 
【平成 22 年度大綱】 


○ 租税特別措置の抜本的な見直しなどを進め、これにより課税ベースが


拡大した際には、成長戦略との整合性や企業の国際的な競争力の維持・向


上、国際的な協調などを勘案しつつ、法人税率を見直していくこととします。 


 


 


 
【第３項第２号】 


法人課税については、国際的整合性の確保及び国際競争力の


強化の観点から、社会保険料を含む企業の実質的な負担に留意し


つつ、課税ベースの拡大とともに、法人の実効税率の引下げを


検討すること。 


 


 


消費課税 


 
（１）消費税 


【平成 23 年度大綱】 


○ 消費税のあり方については、民主党「税と社会保障の抜本改革調査会


中間整理」（平成 22 年 12 月６日）で指摘された以下の基本的な考え方


などを尊重しつつ、今後、社会保障制度の抜本改革の検討などと併せて、


その具体的内容について、早急に検討を行ってまいります。あわせて、消費


税制度の信頼性を確保していくために、一層の課税の適正化にも着手してい


きます。 


 
『社会保障の財源は、税制全体で「所得・消費・資産」のバランスのとれた


改革を行う中で確保していく。社会保障全体の財源は税制全体で確保し


ていくが、その中でも「国民全体で広く薄く負担する」「安定した税収」


という特徴を有する消費税は非常に重要である。「公平・透明・納得」の


税制を築き、社会全体が支え合う新しいモデルを構築していくためには、


およそ所得税改革だけでなし得るものではなく、消費税を含む抜本改革


に政府は一刻も早く着手すべきである。』 


 


『社会保障の安定・強化を目的に消費税の引き上げを提起する場合に


は、国民の理解と納得を得るためにも、消費税を社会保障の目的税とす


 
【第３項第３号】 


消費課税については、その負担が確実に国民に還元されること


を明らかにする観点から、消費税の全額が制度として確立された


年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するた


めの施策に要する費用に充てられることが予算及び決算にお


いて明確化されることを前提に、消費税の税率を検討すること。そ


の際、歳出面も合わせた視点に立って複数税率の検討等の総合


的な取組を行うことにより低所得者への配慮について検討する


こと。 
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 税制改正大綱等 
附則第１０４条 


所得税法等の一部を改正する法律（平成 21 年法律第 13 号） 


ることを法律上も、会計上も明確にする。その際の「社会保障」とする給


付費の範囲は、まずは高齢者３経費を基本としつつ、現役世代のセー


フティネットの安定・強化についてどこまで対象とすることが適当


か、検討を行っていく。将来的には「社会保障」全体について安定財源


を確保することにより、制度の一層の安定・強化につなげていく。また消費


税率が一定の水準に達し、税・社会保障全体の再分配を見てもなお「逆


進性対策」が必要となった場合には、制度が複雑となり、また政治的


な要因が働きやすい「複数税率」よりも、制度が簡素で、透明性の高


い「還付制度」を優先的に検討する。』 


消費課税 


（つづき） 


（２）車体課税 


【平成 23 年度大綱】 


○ 車体課税については、エコカー減税の期限到来時までに、地球温暖化対策


の観点や国及び地方の財政の状況も踏まえつつ、当分の間として適用されて


いる税率の取扱いを含め、簡素化、グリーン化、負担の軽減等を行う方向


で抜本的な見直しを検討します。 


 


（３）地球温暖化対策のための税の導入 


【平成 23 年度大綱】 


○ 我が国においても税制による地球温暖化対策を強化するとともに、エネル


ギー起源ＣＯ2 排出抑制のための諸施策を実施していく観点から、平成 23 


年度に「地球温暖化対策のための税」を導入することとします。 


 


【第３項第４号】 
自動車関係諸税については、簡素化を図るとともに、厳しい


財政事情、環境に与える影響等を踏まえつつ、税制の在り方及


び暫定税率を含む税率の在り方を総合的に見直し、負担の軽減


を検討すること。 


 
 
 
 
【第３項第８号】 


低炭素化を促進する観点から、税制全体のグリーン化を推進す


ること。 


資産課税 


【平成 22 年度大綱】 


○ 今後、格差是正の観点から、相続税の課税ベース、税率構造の見直しに


ついて平成 23 年度改正を目指します。 


【第３項第５号】 
資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養


の社会化の進展への対処等の観点から、相続税の課税ベース、税


率構造等を見直し、負担の適正化を検討すること。 
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 税制改正大綱等 
附則第１０４条 


所得税法等の一部を改正する法律（平成 21 年法律第 13 号） 


地方税 


【平成 23 年度大綱】 


○ 少子高齢化が進み、社会保障制度を支えている地方自治体の役割がます


ます増大する中で、社会保障など地方行政を安定的に運営するための地方


消費税の充実など、税源の偏在性が少なく、税収が安定的な地方税体系


を構築します。 


○ 地域主権改革を進めていく観点からは、地方税源を充実することが必要で


あり、そのための方策の一つとして、個人住民税の充実強化を検討すること


は、地方消費税と並ぶ重要な課題です。 


【第３項第７号】 
地方税制については、地方分権の推進及び国と地方を通じた社


会保障制度の安定財源の確保の観点から、地方消費税の充実を


検討するとともに、地方法人課税の在り方を見直すことにより、税


源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築を進め


ること。 
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（参考）税制抜本改革に関するこれまでの主な取組み 
 
個人所得課税 


 


【２２年度税制改正大綱】 


（１） 年少扶養控除の廃止 


・ 支え合う社会づくりの第一歩として、子どもの養育を社会全体で支援するとの観点から、所得税におい


ては、22 年度において、子ども手当の創設とあいまって、０歳から 15 歳までの子どもを控除対象とする扶


養控除を廃止。 


・ 税体系上の整合性の観点等から、個人住民税においても、０歳から 15 歳までの子どもを控除対象とする


扶養控除を廃止。 


（２） 16 歳から 22 歳までの特定扶養控除の見直し 


・ 高校の実質無償化に伴い、所得税においては、16 歳から 18 歳までの特定扶養親族に対する控除の上乗せ


部分（25 万円）を廃止。 


・ 税体系上の整合性の観点等から、個人住民税においても、16 歳から 18 歳までの特定扶養親族に対する控


除の上乗せ部分（12 万円）を廃止。 


 


【２３年度税制改正大綱】 


（１） 給与所得控除の見直し 


・ 給与収入が 1,500 万円を超える場合の給与所得控除額については、245 万円の上限を設定。 


・ 役員給与に係る給与所得控除を見直し、4,000 万円超という特別に高額な役員給与については、「勤務費


用の概算控除」部分である、給与所得控除額の２分の１の額を上限とする。 
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・ 特定支出控除を使いやすくする観点から、特定支出の範囲を拡大するとともに、特定支出控除の適用判


定の基準を見直し。 


 


（２） 退職所得課税の見直し 


・ 勤続年数５年以内の法人役員等の退職所得について、２分の１課税を廃止。 


・ 退職所得に係る個人住民税（所得割）の額から税額の 10％を控除する仕組みを廃止。 


 


（３） 成年扶養控除の見直し 


・ 本来、成年者は基本的に独立して生計を立てるべき存在であること等を踏まえれば、成年者を担税力の


面で配慮が必要な存在として一律に扶養控除の対象に位置付ける必要性は乏しいことから、担税力の減殺


に配慮すべき世帯については負担増にならないように措置した上で、所得税においては、控除の対象を見


直し。 


・ 税体系上の整合性の観点等から、個人住民税についても、成年扶養控除について同様に見直し。 


 


（４） 金融証券税制 


・ 景気回復に万全を期すため、上場株式等の配当・譲渡所得等に係る 10％軽減税率は２年延長し、平成 26 


年１月から 20％本則税率とする。これに伴い、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所


得等の非課税措置（いわゆる「日本版ＩＳＡ」）の導入時期については、平成 26 年 1 月からとする。これ


らの措置については、経済金融情勢が急変しない限り、確実に実施。 


・ 店頭金融デリバティブ取引に係る所得について、市場金融デリバティブ取引に係る所得と同様に、20％


申告分離課税とした上で、両者の通算及び損失額の 3年間の繰越控除を可能とする。 
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法人課税 
 


【２３年度税制改正大綱】 


○ 法人実効税率の引下げ 


・ 法人税率を 30％から 25.5％へと 4.5％引下げ、国税と地方税を合わせた法人実効税率を５％引下げ。 


・ 法人実効税率の引下げに併せて、課税ベースの拡大として、租税特別措置である特別償却や準備金等の


廃止や一部縮減、法人税法上の措置である減価償却制度の償却速度の見直し、大法人に係る欠損金の繰越


控除の一部制限等の措置を講ずる。 


 


消費課税 


 


【２２年度税制改正大綱】 


（１） 揮発油税等の暫定税率の見直し 


・ 揮発油税等の現行の 10 年間の暫定税率は廃止し、その上で、厳しい財政事情や、地球温暖化対策との関


係を踏まえ、当分の間、現在の税率水準を維持。 


（２） 自動車重量税の見直し 


・ 自動車重量税について、現行の 10 年間の暫定税率を廃止した上で、地球温暖化対策の観点から、当分の


間、次世代自動車（電気自動車、ハイブリッド自動車等）には本則税率を適用するとともに、次世代自動


車と比べて、単位重量あたりのＣＯ2 排出量が多いガソリン車等については、本則税率の２倍（自家用乗用


車の場合）の税率を設定等。 
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（３） 自動車取得税の見直し 


・ 自動車取得税について、現行の 10 年間の暫定税率を廃止した上で、地球温暖化対策の観点から、当分の


間、現在の税率水準を維持。 


 


【２３年度税制改正大綱】 


（１） 地球温暖化対策のための税の導入 


・ 石油石炭税に、｢地球温暖化対策のための課税の特例｣を設け、CO2 排出量に応じた税率を上乗せ。 


 （上乗せする税率は、原油及び石油製品については１キロリットル当たり 760 円、ガス状炭化水素につい


ては１トン当たり 780 円、石炭については１トン当たり 670 円） 


 


（２） 消費税の免税事業者の要件の見直し 


・ 消費税の課税売上高が上半期で 1,000 万円を超える場合には、その翌期から課税事業者となるよう免税


事業者の要件を見直し。 


 


（３） 消費税の仕入税額控除におけるいわゆる「95％ルール」の見直し 


・ 課税売上割合が 95％以上の場合に課税仕入れ等の全額を仕入税額控除できる制度については、１年間の


課税売上高が５億円以下の事業者に限定。 
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資産課税 


 


【２３年度税制改正大綱】 


（１） 相続税の見直し 


・ 格差固定化の防止、相続税の再分配機能・財源調達機能の回復等の観点から、基礎控除を「3,000 万円


＋600 万円×法定相続人数」へ引き下げるとともに、高額の遺産取得者を中心に負担を求める観点から最


高税率を 55％へ引き上げるなど税率構造を見直し。 


・ 死亡保険金の非課税措置について、「相続人の生活安定」という制度趣旨の徹底の必要性や他の金融商品


との間の課税の中立性確保の要請等を踏まえ、算定の基礎となる法定相続人の範囲を縮減。 


・ 物価動向や今般の相続税の基礎控除等の見直しを踏まえ、相続税額から一定額を差し引く未成年者控除・


障害者控除の控除額を引上げ。 


 


（２） 贈与税の見直し 


・ 高齢者の保有資産の若年世代への早期移転を促進する観点から、相続税の負担の適正化と併せ、子や孫


などが受贈者となる場合の贈与税の税率構造の緩和、受贈者に孫を加えるなど相続時精算課税制度の対象


範囲の拡大。 
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社会保障改革の推進について（抜粋）
（平成22年12月10日 政府・与党本部決定・平成22年12月14日 閣議決定）


１．社会保障改革に係る基本方針


○ 少子高齢化が進む中、国民の安心を実現するためには、「社会保障の機能強化」


とそれを支える「財政の健全化」を同時に達成することが不可欠であり、それが国


民生活の安定や雇用・消費の拡大を通じて、経済成長につながっていく。


○ このための改革の基本的方向については、民主党「税と社会保障の抜本改革調


査会中間整理」や、「社会保障改革に関する有識者検討会報告～安心と活力への


社会保障ビジョン～」において示されている。


○ 政府・与党においては、それらの内容を尊重し、社会保障の安定・強化のための


具体的な制度改革案とその必要財源を明らかにするとともに、必要財源の安定的


確保と財政健全化を同時に達成するための税制改革について一体的に検討を進


め、その実現に向けた工程表とあわせ、２３年半ばまでに成案を得、国民的な合意


を得た上でその実現を図る。







2


平成23年度税制改正大綱（抜粋）
（平成22年12月16日 閣議決定）


12月10日に本部決定され、同14日に閣議決定された「社会保障改革の推進について」


では、今後の社会保障改革について、民主党「税と社会保障の抜本改革調査会中間整


理」や「社会保障改革に関する有識者検討会報告～安心と活力への社会保障ビジョン


～」に示された内容を尊重し、社会保障の安定・強化のための具体的な制度改革案とそ


の必要財源の安定的確保と財政健全化を同時に達成するための税制改革について一


体的に検討を進め、その実現に向けた工程表とあわせ、平成23年半ばまでに成案を得、


国民的な合意を得た上でその実現を図ることが決定されました。


今後、税制調査会では、この決定を踏まえた政府・与党内の検討と緊密に連携しながら、


早急に税制抜本改革の具体的内容について検討を行っていきます。
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【税と社会保障の抜本改革調査会「中間整理」】


○ 社会保障の財源は、税制全体で「所得・消費・資産」のバランスのとれた改革を行う中で確保


していく。社会保障全体の財源は税制全体で確保していくが、その中でも「国民全体で広く薄く


負担する」「安定した税収」という特徴を有する消費税は非常に重要である。


○ 国民の理解と納得を得るためにも、消費税を社会保障の目的税とすることを法律上も、会計上


も明確にする。その際の「社会保障」とする給付費の範囲は、まずは高齢者3経費を基本としつ


つ、現役世代のセーフティネットの安定・強化についてどこまで対象とすることが適当か、検討を


行っていく。


○ 将来的には「社会保障」全体について安定財源を確保することにより、制度の一層の安定・強


化につなげていく。


社会保障給付と消費税収の対応関係①
（使途の明確化・区分経理）
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【社会保障改革に関する有識者検討会報告】


○ 社会保障を支える税財源のあり方を全体として見たときに、消費税の基幹性もまた明白である。


現役世代の人口が減少し、なおかつ雇用の流動化・不安定化が進行する。社会保障制度の基


軸である社会保険については、保険料の主な負担者は現役世代であるが、貧困や格差の拡大


のなかで、保険料負担の逆進性も問題になっている。保険料負担を補完し、また現役世代を支


援するサービスを強める財源は、特定の世代に負担が偏らず広く薄く全世代が負担する財源で


あることが求められる。さらに、景気変動によって税収が左右されにくい安定財源であること、で


きる限り経済に対して中立的な負担であることも求められる。以上の点を総合すると、上述のとお


り所得・資産課税の重要性をふまえつつも、社会保障を支える税財源としては、消費税を基本


に考えていくべきである。


○ 平成21年度税制改正法附則104条においては、「消費税の全額が制度として確立された年金、


医療および介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用に充てら


れること」が決められている。また、この税制改正法に先立って閣議決定された「持続可能な社


会保障構築とその安定財源確保に向けた「中期プログラム」」においても、「消費税収は全て国


民に還元し、官の肥大化には使わない」と明記されている。政府は、この考え方を発展させ、消


費税を社会保障目的税とすることも含め、区分経理を徹底するなど、消費税の使途を明確化す


るべきである。


○ 将来的には、社会保障給付にかかる公費全体について、消費税を主たる財源として安定財


源を確保することによって、社会保障制度をより一層安定させる方向を目指すことが求められる。


社会保障給付と消費税収の対応関係②
（使途の明確化・区分経理）
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【税と社会保障の抜本改革調査会「中間整理」】


○ 現在の社会保障の財源の多くは赤字国債、すなわち将来世代の負担で賄われている。このよ


うな現状は、危機的ともいえる国の財政の面からもこれ以上放置しておくことはできず、「現在の


世代が受ける社会保障は、現在の世代で負担する」状態へ回帰させるために、できるだけ速や


かに税制と社会保障制度一体での具体的な改革案を示し、財政健全化にもつなげる。


【社会保障改革に関する有識者検討会報告】


○ 未来への投資である社会保障のコストを、将来世代に先送りすることは許されず、安定的財源


の確保ぬきに、新しい社会保障の理念と原則は実現しない。我々は、現在の世代が享受してい


るサービス・給付を賄う費用さえも、その多くを赤字公債のかたちで後代の負担につけ回しして


いる、という現実を直視しなければならない。


○ 社会保障強化だけが追求され財政健全化が後回しにされるならば、社会保障制度もまた遠か


らず機能停止する。しかし、財政健全化のみを目的とする改革で社会保障の質が犠牲になれば、


社会の活力を引き出すことはできず、財政健全化が目指す持続可能な日本そのものが実現し


ない。社会保障強化と財政健全化は、しばしば相反する課題と見なされるが、実は、この二つを


同時達成するしか、それぞれの目標を実現する道はないのである。


社会保障給付と消費税収の対応関係③
（社会保障改革と財政健全化の同時達成）
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消費税の社会保障財源化・区分経理のイメージ


歳 出 歳 入


＜ 現状のイメージ ＞


歳 出 歳 入


＜ 消費税の社会保障財源化・区分経理のイメージ ＞


社会保障給付
の公費負担


基
礎
的
財
政
収
支
対
象
経
費
（
国
・
地
方
）


社会保障給付
の公費負担


PB赤字


その他の歳出


消費税収


その他の
税収等


その他の歳出


税収等


その他の税収の
確保や歳出削減


によりPB赤字解消


消費税収
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２０１５年度 ２０２０年度２０１０年度（当初予算ベース）


（注1） 社会保障給付費・消費税収（2015年度及び2020年度）は、内閣府「経済財政の中長期試算」（平成23年1月）における計数及び後年度影響試算（平成23年1月、24～26年度の社会保障関係費を試算）を用いて、
財務省が機械的に2015年度及び2020年度まで延伸して推計したもの。


（注2） 高齢者3経費の額（2015年度及び2020年度）は、後年度影響試算（平成23年1月、24～26年度の社会保障関係費を試算）を踏まえた各経費の伸び率を用いて、財務省が機械的に2015年度及び2020年度まで延伸して
推計したもの。


12.0兆円
13兆円程度


43兆円程度


15兆円程度


48兆円程度


27兆円程度うち高齢者
３経費


21.5兆円


9.5兆円
14兆円程度 32兆円程度


18兆円程度


33兆円程度


（注3） 2011年1月時点の推計。今後の精査により、数値に異動が生じる場合がありうる。


37.4兆円


○ 国民の理解と納得を得るためにも、消費税を社会保障の目的税とすることを法律上も、会計上も明確にする。その際の「社会保
障」とする給付費の範囲は、まずは高齢者3経費を基本としつつ、現役世代のセーフティネットの安定・強化についてどこまで対象と
することが適当か、検討を行っていく。将来的には「社会保障」全体について安定財源を確保することにより、制度の一層の安定・強
化につなげていく。【税と社会保障の抜本改革調査会「中間整理」】


○ 社会保障給付に見合った安定財源の確保が、国際公約ともなっている財政健全化の同時達成につながる。


社会保障給付の安定財源確保と財政健全化の同時達成


社会保障給付費
公費負担（国・地方）


消費税収
（国・地方）


平成23年3月26日 集中検討会議への準備作業会合 財務省提出資料より作成


「財政運営戦略」（平成22年6月22日閣議決定）における財政健全化目標（※）達成のための所要額


2021年度以降において、国・地方の公債等残高（対GDP比）を安定的に低下


※上記は制度の「ほころび」に対応する機能強化を含まない試算であり、当該機能強化分の更なる負担が必要となる。


国＋地方 国
基礎的財政収支


[対ＧＤＰ比]
目標値


[対GDP比]
目標達成に必要な


収支改善幅[対ＧＤＰ比]
基礎的財政収支


[対ＧＤＰ比]
目標値


[対GDP比]
目標達成に必要な


収支改善幅[対ＧＤＰ比]


2010年度 ▲30.8 [▲6.4%] ▲32.9 [▲6.8%]
2015年度 ▲21.7 [▲4.2%] ▲ 16.3 [▲3.2%] 5.4 [1.0%] ▲24.8 [▲4.9%] ▲17.4 [▲3.4%] 7.4 [1.5%]
2020年度 ▲23.2 [▲4.2%] 0.0 [0.0%] 23.2 [4.2%] ▲25.8 [▲4.6%] 0.0 [0.0%] 25.8 [4.6%]


（兆円、％）


※ 2010年度の数字は平成22年6月見通し。平成23年1月の見通しでは、国＋地方 ▲30.9[▲6.5%]、国▲34.3[▲7.2%]。


※国・地方及び国の基礎的財政収支赤字（対GDP比）を、2015年度までに2010年度の水準から半減し、2020年度までに黒字化
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【社会保障改革に関する有識者検討会報告】


○ 行き過ぎた格差や貧困の拡大が、社会の活力をそぐような事態に対しては、社会保障をとお


しての支援と併せて、税制面でも個人所得課税や資産課税において、所得再分配機能を強化


する改革をおこなうことが必要である。


社会保障改革と税制改革


【平成23年度税制改正大綱（平成22年12月16日閣議決定）】


○ 改革に当たっては、平成22年度税制改正大綱でお示しした以下の５つの視点や改革の方向


性を踏まえ、納税者の理解・納得を得ながら、所得課税、消費課税、資産課税全般について改


革を進めていきます。


・ 納税者の立場に立ち「公平・透明・納得」の税制を築くこと


・ 「支え合い」のために必要な費用を分かち合うこと


・ 税制改革と社会保障制度改革を一体的にとらえること


・ グローバル化に対応できる税制を考えること


・ 地域主権改革を推進するための税制を構築すること
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【社会保障改革に関する有識者検討会報告】


○ 国民一人ひとりに包括的な支援をおこなうという社会保障の考え方からすれば、国民に身近


なところでサービスを設計し、実行する地方自治体の役割はきわめて重要である。すべての自


治体で、住民の参加と自立を支えることが、地域の自立につながる。また、国民自らが関与する


分権的な社会保障は、社会保障の信頼を大きく高める。したがって、社会保障改革を支える税


制改革のためには、国とともに制度を支えている地方自治体の社会保障負担に対する安定財


源の確保が重要な目標でなければならない。


○ 地方自治体もまた、安定的な公共サービスの供給をとおして地域の経済活力を高め、雇用を


拡大することに責任を負わねばならない。そして、地方自治体のそのような努力を支えるために


も、税源の遍在性が少なく、安定的な税財源を確保することが必要である。また、地方が地域の


実情に応じて住民合意の下に提供するサービスに関しては、独自に財源が確保できるように地


方自治体の課税自主権の拡大・発揮についても検討されるべきである。


地方の財源確保
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【税と社会保障の抜本改革調査会「中間整理」】


○ 「公平・透明・納得」の税制を築き、社会全体が支え合う新しいモデルを構築していくためには、


およそ所得税改革だけでなし得るものではなく、消費税を含む抜本改革に政府は一刻も早く着


手すべきである。


○ 今回の中間整理では個別の社会保障制度の具体的な将来像やその必要財源及びその必要


財源を確保するための具体的な税制改革の方策まで示すに至っていないが、社会保障に対す


る国民の信頼を早急に回復する必要があること、財政状況が極めて厳しいことを踏まえれば、税


と社会保障の抜本改革は一刻の猶予もならない課題であり、少子高齢社会を克服する日本モ


デルに向けて、早急に政府与党で検討を行った上で、国民的な議論に付さなければならない。


【社会保障改革に関する有識者検討会報告】


○ 社会保障改革と税制改革は一体的におこなわれなければならない。政府は出来るだけ速や


かに、社会保障制度と消費税を含む税制の一体的改革の具体案を作成するべきである。


社会保障と税の一体改革の実施スケジュール
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平成21年度税制改正法 附則104条第1項


政府は、基礎年金の国庫負担割合の２分の１への引上げのための財源措置並びに年金、医療及
び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつ
つ、平成20年度を含む３年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させる
ことを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成
23年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。







参考資料


平成２３年５月２３日
社会保障改革担当室


資料３－２



MOFA4192

スタンプ
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収支（フロー）目標
①国・地方の基礎的財政収支：遅くとも2015年度までに赤字対ＧＤＰ比を2010年度から半減、遅くとも2020 年度までに黒字化。
②国の基礎的財政収支：上記と同様の目標
③2021 年度以降も、財政健全化努力を継続


残高（ストック）目標
2021年度以降において、国・地方の公債等残高の対ＧＤＰ比を安定的に低下させる。


内閣府試算の概要 （「経済財政の中長期試算」平成２３年１月２１日 内閣府）


目標達成に必要な収支改善幅（慎重シナリオの場合）


試算結果


財政健全化目標 （「財政運営戦略」 平成２２年６月２２日 閣議決定）


試算前提 歳出：2012年度、2013年度については、基礎的財政収支対象経費を前年度当初予算の規模で横ばい
歳入：「平成23年度税制改正大綱」で示された税制改正事項を反映し、改正後の税制が継続


（参考）経済成長率（2011年度～2020年度の平均） 慎重シナリオ：名目・実質ともに１％台半ば 成長シナリオ：名目３％、実質２％を上回る


[4.6%]25.8[0.0%]0.0 [▲4.6%]▲25.8[4.2%]23.2[0.0%]0.0[▲4.2%]▲23.22020年度
[1.5%]7.4[▲3.4%]▲17.4[▲4.9%]▲24.8[1.0%]5.4[▲3.2%]▲ 16.3[▲4.2%]▲21.72015年度


[▲6.8%]▲32.9[▲6.4%]▲30.82010年度


目標達成に必要な
収支改善幅[対ＧＤＰ比]


目標値
[対GDP比]


基礎的財政収支
[対ＧＤＰ比]


目標達成に必要な
収支改善幅[対ＧＤＰ比]


目標値
[対GDP比]


基礎的財政収支
[対ＧＤＰ比]


国国＋地方
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慎重シナリオ　　　　◆
成長戦略シナリオ　●


（兆円、％）
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成長戦略シナリオ　●


慎重シナリオ　　　　◆〔▲6.4％*〕


*　2010年6月に公表した「経済財政


　　の中長期試算」の値


※ 2010年度の数字は平成22年6月見通し。平成23年1月の見通しでは、国＋地方 ▲30.9[▲6.5%]、国▲34.3[▲7.2%]。
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プライマリー・バランス（ＰＢ）の定義について


プライマリー・バランス（ＰＢ）とは、その時点で必要とされる政策的経費を、その時点の税収等でどれ
だけ賄えているかを示す指標（＝政策的経費－税収等）。なお、財政収支とは、利払費の扱いが異なる。


債務残高


ＧＤＰ


このため、「債務残高対ＧＤＰ比」全体の変動は、


「金利」と「経済成長率」の水準によって左右される。


以上を整理すると、


ＰＢが均衡している状態では、


・ 金利 ＞ 成長率 ⇒ 債務残高対ＧＤＰ比は増加


・ 金利 ＝ 成長率 ⇒ 債務残高対ＧＤＰ比は一定


・ 金利 ＜ 成長率 ⇒ 債務残高対ＧＤＰ比は減少


債務残高対ＧＤＰ比を確実に引き下げるためには、


ＰＢに一定の黒字幅を持たせる必要。


ＰＢ均衡時には、債務残高は利払費分だけ
増加。この利払費は、「債務残高×金利」と
して計算。
したがって、ＰＢ均衡時の債務残高は、金利
の水準に比例して増大。


ＧＤＰは経済成長率に比例して増減


ＰＢが均衡している状態では 、債務残高対ＧＤＰ比の分子と分


母は次のとおりに変動。


公債金収入


税収等


政策的経費


債務償還費


利払費


ＰＢ


財政収支


歳 入 歳 出
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○ 年金法では、税制抜本改革により安定財源を確保して、基礎年金国庫負担１/２を恒久化するとしている。


○ ２１・２２年度は、臨時財源を確保して、国庫負担を１/２とした。


○ ２３年度（補正後）は、 法律上、国庫負担割合は１/２であることを明記しつつ、１/２と36.5％との差額は、税制抜本改革
で確保される財源を活用して年金財政に繰り入れることを法制化することとしている。（年金改正法案（修正後））


○ ２４年度以降は、税制抜本改革により確保される財源を活用して対応することとしている。 （年金改正法案）


基礎年金国庫負担１/２の財源について


20年度
36.5％


１/２


23年度～


税制抜本改革で
確保される財源
を活用


税制抜本改革
実施年度以降


国庫負担１/２
恒久化


（安定財源）


21年度


（臨時財源）


22年度


（臨時財源）


基礎年金
国庫負担割合


税制抜本改革で
確保される財源


5







附則第16条の２① 特定年度の前年度が平成24年度以後の年度である場合において、当
該特定年度の前年度までの各年度における「基礎年金の給付に要する費用」の一部に充
てるため、当該各年度について「１/２」と「36.5％」の差額に相当する額を、税制の抜本的な
改革により確保される財源を活用して国庫の負担とするよう、必要な法制上及び財政上の
措置を講ずるものとする。


23年度から税制抜本改革実施年度までの基礎年金国庫負担１/２の財源について


（今国会提出の年金改正法案（修正後）の規定）


附則第14条の３ 国庫は、平成23年度における「基礎年金の給付に要する費用」の一部に充
てるため、同年度について、「36.5％」のほか、「１/２」と「36.5％」との差額に相当する額を負
担する。この場合において、政府は、予算の定めるところにより、当該差額に相当する額及
び平成23年度において当該差額に相当する額が年金特別会計国民年金勘定に繰り入
れられたとした場合に生じるものと見込まれる運用収入に相当する額を合算した額に達する
までの金額を、税制の抜本的な改革により確保される財源を活用して、一般会計から年金
特別会計国民年金勘定に繰り入れるものとする。


※ 税制の抜本的な改革： 21年税制改正法附則第104条の規定に従って行われる税制の抜本的な改革


※ 特定年度： 税制の抜本的な改革により所要の安定した財源の確保が図られる年度


（趣旨を損なわない範囲で一部省略している。）
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平成23年度の基礎年金国庫負担について


(４月19日 国家戦略担当大臣・財務大臣・厚生労働大臣合意）


標記については、（中略）東日本大震災に対処するために要する費用の財源を確保する等の観点から、
以下のとおりとする。


第１次補正予算時における関連決定事項


○ 法律上、平成23年度基礎年金国庫負担割合は２分の１であることを明記する。


○ ただし、平成23年度の２分の１と36.5％との差額は、税制抜本改革により確保される財源を活用して、
年金財政に繰り入れることを併せて法制化することとする。


平成23年度第１次補正予算等に関して


(４月29日 民主党政策調査会長・自由民主党政務調査会長・公明党政務調査会長合意）


１．子どもに対する手当の制度的なあり方や高速道路料金割引制度をはじめとする歳出の見直し及び法
人税減税等を含む平成23年度税制改正法案の扱いについて、各党で早急に検討を進める。
また、平成23年度第１次補正予算における財源措置として活用した年金臨時財源については、平成


23年度第２次補正予算の編成の際にその見直しも含め検討を行う。
これらを前提として、特例公債を発行可能とするための法案について、各党で、成立に向け真摯に検


討を進める。


２．復旧・復興のために必要な財源については、既存歳出の削減とともに、復興のための国債の発行等に
より賄う。復興のための国債は、従来の国債と区別して管理し、その消化や償還を担保する。


３．年金財政に対する信頼を確保するためにも、社会保障改革と税制改革の一体的検討は必須の課題
であり、政府・与党は、実行可能な案を可及的速やかにかつ明確に示し、国民の理解を求める。
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